
安
南
等
も
発
信
地
と
な
っ
て
環
中
国
海
か
ら
環
イ
ン
ド
洋
、

ア
フ
リ
カ
沿
岸

環
中
国
海
地
域
間
交
流
と
明
帝
国
冊
封
体
制

ー
沖
縄
県
『
校
訂
本
・
歴
代
宝
案
』
に
よ
る
新
研
究
ー

海
）
諸
国
と
の
地
域
間
交
流
の
歴
史
は
古
く
、
シ
ャ
コ
貝
・
ゴ
ホ
ウ
ラ
・
イ

モ
ガ
イ
・
ホ
ラ
貝
な
ど
琉
球
近
海
産
貝
類
は
、
既
に
先
史
時
代
の
縄
文
、
弥

生
時
代
の
遺
跡
か
ら
腕
輪
や
釧
の
よ
う
な
遺
物
で
確
認
さ
れ
る
。
降
っ
て
飛

鳥
、
白
鳳
、
奈
良
、
平
安
時
代
に
は
夜
光
貝
が
螺
細
細
工
に
用
い
ら
れ
、
ホ

ラ
貝
は
法
具
と
い
っ
た
、

い
ず
れ
も
仏
教
美
術
品
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
先

史
時
代
か
ら
奈
良
平
安
時
代
の
琉
球
と
日
本
本
土
と
の
「
貝
の
道
」
は
極
め
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て
重
要
な
物
資
輸
送
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
。
中
国
と
琉
球
の
関
係
で
は
、

『隋

書
」
に
「
流
求
」
の
名
が
み
え
、
唐
、
宋
、
元
時
代
に
は
中
国
陶
磁
器
が
琉

球
に
大
量
に
運
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
、
後
に
は
朝
鮮
・
日
本
・
琉
球
・

か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ヘ
通
じ
る
「
陶
磁
器
の
道
、
セ
ラ
ミ

ッ
ク
・
ロ
ー
ド
」
で

あ
る
。
し
か
し
、
環
東
・
南
海
に
お
け
る
琉
球
の
海
上
交
易
が
飛
躍
的
に
活

発
に
な
り
、
交
易
量
が
爆
発
的
に
増
大
し
た
の
は

一
四
世
紀
以
降
の
い
わ
ゆ

る
琉
球
王
国
の
大
交
易
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、

一
四
世
紀
後
半
、

成
立
し
て
間
も
な
い
明
王
朝
に
琉
球
、
沖
縄
本
島
の
中
山
・
南
山
・
北
山
の

の

一
時
的
中
断
を
除
い
て
、
琉
球
王
国
と
明
清
王
朝
と
の
冊
封
関
係
と
い
う

(
3
)
 

外
交
関
係
は
正
常
に
推
移
し
た
。
こ
の

一
五
世
紀
以
降
の
明
清
時
代
が
琉
球

の
間
に
大
き
な
断
絶
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
端
的
に
言
え
る
こ
と
は
、

『歴
代
宝
案
」

ネ
シ
ア
）

の
明
代
記
事
に
は
琉
球
国
の
対
明
関
係
の
交
通
だ
け
で
は
な

•
安
南
（
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
）

等
の
国
々
と
の
交
通
、
通
商
関
係
の
公
文
書
数
種
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
に

比
し
て
清
代
の

『歴
代
宝
案
」
は
漂
流
漂
着
記
事
が
圧
倒
的
に
多
く
、
朝
鮮
・

日
本
、
更
に
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
交
通
通
商
の
記
事
は
極
め
て
少
な
い
と

『
歴
代
宝
案
』

に
は
「
明
梢
珍
品
」
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。
膨
大
な
清
宮
中
桔
な

ど
の
清
梢
に
比
較
し
て
、
明
梢
は
数
少
な
い
。
同
教
授
に
よ
れ
ば
、

宝
案
』
中
の
皇
帝
専
用
の
詔
書
に
は
、
詔
・
勅
．
諭
・
旨
．
令
・
檄
等
の
他

(4
)
 

と
こ
ろ
で
、
中
国
人
民
大
学
の
劉
敗
生
教
授
に
よ
れ
ば
、

『
歴
代

言
え
る
。

ラ
1
1
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）

仏
太
泥
（
ブ
ル
ネ
イ
）

満
剌
加
（
マ
ラ

ッ
カ
1
1

マ
レ
ー
シ
ア
）

蘇
門
答
剌
（
ス
マ
ト

（
ジ
ャ
ワ
1
1
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
）

三
仏
斉
（
シ
ュ
リ
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
1
1
イ
ン
ド

く
、
北
方
の
日
本
•
朝
鮮
両
国
、
南
方
の
逼
羅
（
シ
ャ
ム
1
1

タ
イ
）

爪
睦

琉
球
と
中
国

・
朝
鮮
・
日
本
・
東
南
ア
ジ
ア
等
の
環
東
・
南
海
（
中
国

し
か
し
な
が
ら
、
琉
球
王
国
の
環
中
国
海
地
域
間
交
流
は
明
代
と
清
代
と

い
大
交
易
時
代
を
築
い
た
と
さ
れ
る
。

序

a 

王
国
の
大
交
易
時
代
で
、
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
、
東
南
ア
ジ
ア
と
の
輝
か
し

川

勝

守

明
朝
の
冊
封
体
制
下
に
入
っ
た
。
以
後

一
九
世
紀
中
菓
ま
で
、
明
清
交
替
期

三
山
国
が
使
者
を
派
遣
し
た
。

一
五
世
紀
に
は
中
山
に
よ
る
統

一
が
成
り
、
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朝
貢
し
て
来
た
冊
封
国
を
期
待
通
り
教
化
す
る
と
し
て
、

二
つ
に
は
皇
帝
の

恩
恵
と
し
て
、
進
貢
品
の
価
格
に
数
倍
す
る
下
賜
品
を
与
え
た
。
こ
こ
に
周

辺
諸
国
の
中
国
朝
貢
が
進
貢
貿
易
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
所
以

際
、
中
国
皇
帝
は
、

―
つ
に
は
中
国
の
高
い
文
化
を
慕
っ
て
使
者
を
派
遣
し

の
土
産
を
進
上
品
と
し
て
献
上
し
て
中
国
皇
帝
と
君
臣
関
係
を
結
ん
だ
。
こ

一、

進
貢
貿
易
と
冊
封
関
係

—
＿
五
世
紀
の
明
・
琉
球
・
日
本
の
国
際
関
係
ー

ど
各
種
文
物
、
文
化
を
吸
収
し
て
自
己
の
文
化
、
文
明
を
形
成
し
た
が
、
そ

の
た
め
に
各
周
辺
諸
国
君
長
は
中
国
皇
帝
へ
使
者
を
派
遣
し
、
自
己
の
領
域

れ
を
中
国
王
朝
側
か
ら
み
れ
ば
中
国
皇
帝
が
周
辺
君
長
を
そ
れ
ぞ
れ
の
封
国

に
冊
書
を
与
え
て
封
建
す
る
の
で
冊
封
関
係
を
結
ん
だ
こ
と
と
な
る
。
そ
の

中
国
周
辺
諸
国
は
漢
時
代
以
後
、
中
国
の
政
治
制
度
や
諸
文
化
、
技
術
な

現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
述
べ
て
お
き
た
い
。

る
こ
と
が
出
来
る
。
本
稿
の
作
成
の
契
機
は
、
校
訂
本
『
歴
代
宝
案
』
の
出

初
め
て
「
歴
代
宝
案
』

の
真
の
姿
、
す
な
わ
ち
「
明
梢
珍
品
」
の
実
像
を
視

か
ら
気
が
付
か
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
今
般
の
沖
縄
県
の
事
業
と
し
て
進

め
ら
れ
て
い
る
校
訂
本
『
歴
代
宝
案
』
は
こ
れ
を
手
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

指
摘
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、

『
歴
代
宝
案
』
の
テ
キ
ス
ト
が
悪
か
っ
た

に
題
・
奏
・
啓

・
表

・
箋

・
進
章
・
書
状

・
文
冊
・
掲
帖
・
制
対
・
露
布

・

訳
等
が
あ
る
。
実
は
か
か
る
謂
い
は
至
極
当
然
な
の
で
あ
る
が
、
従
来
そ
の

が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
貿
易
の
利
の
た
め
に
国
家
の
体
面
を
犠
牲
に
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
事
例
と
し
て
日
本
中
世
、
室
町
幕
府
の
三
代
足
利
義
滴
の
日
本

(5
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国
王
問
題
と
日
明
勘
合
貿
易
が
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
場
合
、
義
満
の
日

明
関
係
以
前
、
実
は
五
世
紀
の
倭
五
王
時
代
ま
で
、
実
に
一
千
年
以
上
に
わ

た
り
、
日
本
は
中
国
王
朝
の
冊
封
体
制
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と

い
う
事
実
を
い
か
に
考
え
る
か
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
前
半
時
期
、
六
世
紀
か

ら

一
0
世
紀
初
ま
で
、
遣
隋
使
、
遣
唐
使
が
国
書
を
携
え
て
中
国
王
朝
に
派

遣
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
律
令
制
度
が
日
本
に
将
来
さ
れ
、
古
代
日
本
の
政

治
の
根
幹
が
整
備
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
で
も
日
本
は
隋
、
唐
両
帝

国
の
冊
封
体
制
に
は
入
っ
て
い
な
い
。
八
九
四
年
の
遣
唐
使
の
廃
止
以
後
は

日
本
は
国
家
と
し
て
は
中
国
王
朝
と
の
間
に
何
の
関
わ
り
も
持
っ
て
い
な

い
。
僧
侶
と
商
人
の
み
が
中
国
と
日
本
と
の
間
を
往
来
し
て
い
た
だ
け
で
あ

る
。
モ
ン
ゴ
ル
1
1
元
朝
の
フ
ビ
ラ
イ
1
1

ハ
ン
の
日
本
遠
征
は
中
国
王
朝
伝
統

の
冊
封
体
制
に
日
本
を
包
摂
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
が
失
敗
に
終

わ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
八
十
年
後
、
元
に
代
わ
っ
た
明
王
朝
、

し
か
も
明

建
国
者
の
明
太
祖
で
は
な
く
、
そ
の
後
継
者
の
成
祖
永
楽
帝
に
よ
っ
て
、
室

町
将
軍
足
利
義
満
を
日
本
国
王
に
封
ず
る
こ
と
が
実
現
し
た
。
義
満
は
朝
貢

貿
易
の
利
を
選
ん
だ
と
言
わ
れ
る
。
特
に
、
中
国
貨
幣
の
「
永
楽
通
宝
」
は

当
時
、
貨
幣
鋳
造
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
日
本
で
唯

一
の
流
通
貨
幣
の
獲
得

方
法
で
あ
っ
た
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
態

は
大
量
の
宋
銭
を
輸
入
し
た
時
代
で
も
共
通
す
る
で
あ
ろ
う
。
平
安
後
期
、

特
に
神
戸
港
を
開
発
し
、
筑
前
（
福
岡
）
博
多
を
整
備
し
た
平
家
政
権
の
時
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最
後
の
李
王
朝
ま
で
一
貫
し
て
中
国
王
朝
の
冊
封
体
制
と
接
触
し
、
常
に
緊

張
関
係
を
持
ち
続
け
た
。
特
に
、
唐
代
初
期
、
元
時
代
、
清
朝
初
期
に
は
軍

ト
ナ
ム
も
相
似
た
状
況
に
あ
っ
た
が
、
特
に
明
清
両
王
朝
で
は
し
ば
し
ば
中

時
期
が
あ
っ
た
。
逆
に
日
本
は
中
国
王
朝
の
冊
封
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
時

期
は
明
の

一
五

0
年
間
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
直
接
支
配
を
受
け
た
こ

中
国
王
朝
と
の
正
式
な
外
交
関
係
が
始
ま
る
。
東
ア
ジ
ア
で
は
最
も
新
し
い

国
家
で
あ
っ
た
。

皇
帝
頒
賜
琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志
、
紗
帽
一
項
、
金
相
犀
帯
一
条
、
紅

羅
衣
服
一
副
、
紆
絲
四
匹
、
羅
四
匹
、
摸
絲
布

一
十
疋
。
王
妃
、
紆
絲

「
歴
代
宝
案
』
第

一
集
巻

一
に、

琉
球
は
ま
た
、
以
上
の
各
国
ど
れ
と
も
異
な
る
。

一
五
世
紀
の
明
代
か
ら

細
移
苔
礼
部
外
、
謹
具
奏
聞
。
右
謹
奏
聞
。

尚
巴
志
゜

七
十
斤
、
共
五
様
磨
刀
石
、
計
三
千
八
百
五
十
五
斤
、
先
付
欽
差
内
官

客
路
不
通
。
若
候
完
日
、
誠
恐
有
誤
応
用
。
今
依
時
価
買
到
生
漆
二
百

と
は
全
く
な
か
っ
た
。

令
的
当
頭
目
管
領
人
船
、
前
至
隣
国
産
有
地
方
収
買
。
遇
彼
国
争
戦
、

各
色
磨
刀
石
、
欽
此
。
除
欽
遵
切
縁
坐
買
第
六
様
磨
刀
石
、
本
国
採
弁

国
軍
隊
の
直
接
的
侵
人
を
招
い
た
り
、
直
接
支
配
、
統
治
を
受
け
た
り
し
た

隊
の
侵
入
、
駐
屯
が
あ
っ
て
、
中
国
王
朝
の
直
接
的
支
配
を
受
け
た
。
ヴ
ェ

ニ
に、

付
け
て
収
買
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
歴
代
宝
案
』
第
一
集
巻
十

琉
球
国
中
山
王
臣
尚
巴
志
謹
奏
、
為
開
読
事
。
宣
徳
二
年
六
月
初
六
日

蒙
欽
差
内
官
柴
山
齋
捧
勅
諭
、
頒
賜
皮
弁
冠
服
井
銅
銭
、
収
買
生
漆
及

自
進
外
、
其
各
色
磨
刀
石
井
生
漆
、
別
無
所
産
、
昴
敢
有
違
。
随
即
差

柴
山
、
来
船
装
載
、
赴
京
進
収
。
続
後
再
買
至
日
、
男
行
進
用
。
及
備

宣
徳
三
年
二
月
十
一
日
。
琉
球
国
中
山
王
臣

皮
弁
冠
服
を
賜
り
、
銅
銭
を
与
え
、
生
漆
及
び
各
色
の
磨
刀
石
等
を
価
格
を

朝
鮮
、
日
本
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
及
び
琉
球
で
は
そ
の
歴
史
的
位
置
も
外
交
的
位

宣
徳
元
年
六
月
初
一
日
。

等
宋
文
化
の
導
入
に
熱
心
で
あ
っ
た
北
条
執
権
の
鎌
倉
時
代
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
中
国
貨
幣
と
中
国
文
化
の
導
入
に
は
中
国
王
朝
の
冊
封
関
係
は
必
ず

し
も
必
要
が
な
い
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
日
本
が
中
国
王
朝
の
冊
封
体
制
に

入
る
か
入
ら
な
い
か
は
、
貿
易
の
利
を
考
え
る
か
否
か
で
は
な
く
、
冊
封
体

制
に
入
る
こ
と
の
意
味
、
意
義
に
関
わ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
中

国
王
朝
の
冊
封
体
制
と
言
う
ば
あ
い
、
同
じ
東
ア
ジ
ア
の
国
と
言
っ
て
も
、

置
も
か
な
り
の
差
異
が
見
ら
れ
た
。
朝
鮮
は
高
句
麗
、

三
国
、
新
羅
以
来
、

て
い
る
。
更
に
翌
年
条
に
、

代
、
及
び
入
宋
の
企
図
ま
で
持
っ
た
鎌
倉
将
軍
源
実
朝
や
そ
れ
以
上
に
禅
宗

四
匹
、
羅
四
匹
、
摸
絲
布

一
十
匹
゜

と
あ
る
よ
う
に
、
琉
球
国
王
及
び
王
妃
に
対
し
て
服
飾
品
各
種
が
頒
賜
さ
れ

皇
帝
勅
諭
琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志
、
今
遣
内
官
柴
山
前
来
、
賜
爾
皮
弁
．

冠
服
、
井
齋
銅
銭
、
収
買
生
漆
及
各
色
磨
刀
石
。
勅
至
、
爾
即
頒
価
収

買
、
交
付
内
官
柴
山
進
来
。
故
諭
。

と
あ
り
、
明
宣
徳
帝
は
内
官
の
柴
山
を
琉
球
に
派
遣
し
、
中
山
王
尚
巴
志
に

洪
熙
元
年
二
月
初

一
日
。
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と
あ
り
、
そ
の
銅
銭
数
は
百
七
十
一
万
七
千
三
百
文
で
あ
る
。
そ
し
て
琉
球

宣
徳
参
年
拾
月
拾
参
日
。

あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、

石
•

生
漆
等
は
琉
球
本
国
で
は
調
達
で
き
ず
、
隣
国
日
本
か
ら
の
輸
入
に
依

ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
は
戦
争
中
で
あ
り
、
買

い
付
け
が
難
し
い
と
い
う
。
宣
徳
三
年
は
日
本
の
正
長
元
年
(
-
四
二
八
）
、

有
名
な
正
長
の
土
一
揆
が
起
こ
っ
た
年
で
も
あ
る
。
有
力
守
護
大
名
は
抗
争

を
繰
り
返
し
て
い
た
。
問
題
は
後
に
残
す
が
、
明
と
琉
球
と
の
冊
封
関
係
に

碁
づ
く
進
貢
貿
易
は
琉
球
産
物
だ
け
で
自
律
的
に
行
う
こ
と
が
不
可
能
で

「
歴
代
宝
案
』
第
一
集
巻
十

ニ
に
は
、
前
掲
部
に
続
い
て
宣
徳
三
年
十
月
の
琉
球
国
中
山
王
の
上
奏
が
あ

る
が
、
前
掲
文
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
更
に
『
歴
代
宝
案
』
第

一
集
巻

一
の

前
掲
部
に
続
い
て
、

皇
帝
勅
諭
琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志
、
前
遣
内
官
柴
山
等
、
齋
銅
銭
買
生

漆
等
件
、
王
克
遵
朕
命
、
已
買
付
其
四
具
、
見
王
之
忠
誠
゜
其
遺
下
銅

銭
壱
百
七
拾
壱
万
七
千
参
百
文

。

王
可
再
於
国
中
収
買
屏
風
•
生
漆
各

様

・
磨
刀
石
等
件
、
交
付
内
官
柴
山
内
使
玩
漸
等
将
回
。
故
勅
゜

国
中
山
王
に
対
し
て
国
中
に
お
い
て
屏
風
、
生
漆
各
様
、
磨
刀
石
を
収
買
し

て
内
官
柴
山
及
び
内
使
玩
漸
に
交
付
す
る
よ
う
に
、
両
名
は
そ
れ
ら
を
明
朝

廷
に
持
ち
帰
る
よ
う
に
勅
命
す
る
の
で
あ

っ
た
。
因
み
に
、
同
年
同
日
付
け

の
別
の
宣
徳
皇
帝
の
勅
諭
は
琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志
に
対
し
て
、
錦
は
毬
紋

日
明
関
係
を
一
時
中
断
し
た
四
代
将
軍
足
利
義
持
が
死
去
し
た
年
で
あ
り

と
あ
り
、
内
官
柴
山
が
明
か
ら
持
参
し
た
銅
銭
で
買
収
す
る
物
産
の
磨
刀

謹
奏
、
為
開
読
事
。
先
蒙
宣
徳
二
年
六
月
初

中
山
王
の
口
か
ら
説
明
さ
れ
る
。

遺
失
し
た
と
す
る
が
、

『
歴
代
宝
案
』
第

一
集
巻
十
二
に
は
、
そ
の
詳
細
が

て
い
る
。

宝
相
花
紅
二
匹
、
毬
紋
宝
相
花
緑
二
匹
、
紆
絲
は
織
金
胸
背
麒
麟
紅

一
匹、

織
金
胸
背
白
澤
緑
一
匹
、
骨
染
雲
紅

一
匹
、
骨
染
雲
緑
一
匹
、
素
青

一
匹、

素
藍
一
匹
、
紗
は
織
金
胸
背
麒
麟
紅

一
匹
、
織
金
胸
背
虎
豹
青

一
匹
、
骨
染

雲
紅

一
匹
、
骨
染
雲
緑

一
匹
、
暗
花
紅

一
匹
、
素
青

一
匹
、
素
藍

一
匹
、
素

緑

一
匹
、
羅
は
織
金
胸
背
麒
麟
紅

一
匹
、
織
金
胸
背
海
馬
青

一
匹
、
素
紅

一

匹
、
素
青

一
匹
、
素
緑

一
匹
、
素
藍
一
匹
の
各
項
織
物
が
賜
与
さ
れ
、
同
王

妃
に
も
錦
は
毬
紋
宝
相
花
紅
一
匹
、
毬
紋
宝
相
花
緑

一
匹
、
紆
絲
は
織
金
胸

背
練
雀
青
一

匹
、
暗
細
花
緑

一
匹
、
素
紅

一
匹
、
素
青

一
匹
、
紗
は
織
金
胸

背
練
雀
青
一
匹
、
暗
花
紅
一
匹
、
素
青
一
匹
、
素
緑
一
匹
、
羅
は
織
金
胸
背

白
隠
紅

一
匹
、
素
柳
青
一
匹
、
素
緑

一
匹
、
素
藍

一
匹
を
そ
れ
ぞ
れ
頒
賜
し

と
こ
ろ
で
、
内
官
柴
山
が
生
漆
等
を
買
い
付
け
る
銅
銭
百
七
十
一
万
文
は

琉
球
国
中
山
王
臣
尚

二
日
欽
差
内
官
柴
山
齋
来
勅
諭
、
頒
賜
皮
弁
冠
服
、
井
齋
銅
銭
二
百
万

文
、
収
買
生
漆
及
各
色
磨
刀
石
、
欽
此
。
除
欽
遵
外
、
将
銅
銭
二
十
八

万
―
一
千
七
百
文
、
買
得
生
漆
及
各
色
磨
刀
石
、
已
於
宣
徳
三
年
二
月

内
、
先
附
欽
差
内
官
柴
山
、
来
船
装
載
、
赴
京
進
収
。
其
余
銅
銭
、
続

後
再
買
至
日
、
男
行
進
用
、
已
経
備
由
具
本
奏
聞
、
及
移
杏
礼
部
外
、

切
見
本
国
別
無
所
産。

随
差
的
当
頭
目
管
領
人
船
、
尽
将
前
項
其
余
銅

銭
装
載
到
於
隣
国
産
有
地
方
、
倶
已
買
得
生
漆
及
各
色
磨
刀
石
完
備
、
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す
な
わ
ち
、
欽
差
内
官
柴
山
等
が
生
漆
及
び
各
色
磨
刀
石
等
買
い
付
け
の

宣
徳
六
年
。

具
奏
聞
。

海
船
装
載
回
還
。
至
於
本
国
海
上
小
山
、
地
名
由
魯
奴
地
方
、
宣
徳
五

年
十
二
月
二
十
二
日
、
船
隻
遭
風
打
破
、
及
差
去
頭
目
人
等
七
十
余
名

三
百
文
、
尽
買
生
漆
及
各
色
磨
刀
石
、
倶
各
漂
散
沈
没
無
存
。
為
此
一

節
係
子
朝
廷
官
物
、
未
経
奏
聞
。
続
蒙
宣
徳
五
年
八
月
初
七
日
欽
差
内

官
柴
山
内
使
玩
漸
齋
捧
勅
諭
、
開
読
前
項
遺
下
銅
銭

一
百
七
十

一
万
七

千
三
百
文
、
収
買
屏
風

•

生
漆

・

各
様
磨
刀
石
等
件
、
欽
此

。

除
欽
遵

縁
本
国
採
弁
土
産
各
様
磨
刀
石
井
屏
風
等
物
附
搭
。
欽
差
内
官
柴
山
内

使
玩
漸
等
、
来
船
三
隻
装
載
、
赴
京
進
貢
。
及
移
沓
礼
部
知
会
外
、
謹

た
め
に
琉
球
に
持
参
し
た
銅
銭
は
二
百
万
文
、
う
ち
既
に
買
収
済
み
の
代
金

は
二
十
八
万
二
千
七
百
文
で
あ
り
、
残
り
百
七
十

一
万
七
千
三
百
文
は
日
本

産
の
屏
風

•

生
漆

・

磨
刀
石
を
買
う
た
め
に
船
に
積
ん
だ
が
、
買
い
付
け
に

失
敗
し
、
帰
路
の
途
中
、
琉
球
国
海
上
の
小
山
、
地
名
は
由
魯
奴
（
与
論
島
？
）

で
宣
徳
五
年
十
二
月
二
十
二
日
に
遭
難
し
沈
没
し
た
。
乗
船
し
て
い
た
買
い

付
け
責
任
者
、
船
頭
以
下
七
十
余
名
が
死
亡
、
そ
の
余
数
人
が
漂
流
し
て
岸

に
上
っ
た
と
い
う
。
中
山
王
の
こ
の
上
奏
は
『
歴
代
宝
案
』
の
次
掲
載
が
宣

徳
六
年
四
月
初
六
日
で
あ
る
の
で
、
そ
の
日
か
、
そ
れ
よ
り
前
の
日
付
で
あ

ろ
う
と
判
断
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
欽
差
内
官
柴
山
等
が
持
参
し
た

八
五
％
が
海
難
事
故
に
よ
っ
て
遺
失
し
た
。
そ
の
明
朝
廷
側
の
処
置
は
い
か

淮
死
。
其
余
数
人
浮
水
登
岸
、
井
前
項
遺
下
銅
銭

一
百
七
十
一
万
七
千

一
匹
の
各
種
織
物
が
賜
与
さ
れ
た
。

が
で
あ
ろ
う
か
。
宣
徳
八
年
六
月
二
十
二
日
琉
球
国
中
山
王
府
は
前
年
宣
徳

七
年
正
月
二
十
六
日
付
け
の
明
皇
帝
の
勅
諭
を
示
し
、
琉
球
国
中
山
王
及
び

王
妃
に
衣
冠
服
飾
を
賜
与
し
、
君
臣
関
係
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
。
明
か
ら

花
黄

一
匹
、
細
花
緑

一
匹
、
紆
絲
は
織
金
胸
背
麒
麟
紅
一
匹
、
織
金
胸
背
白

澤
青

一
匹
、
素
青
一
匹
、
素
紅
一
匹
、
素
緑
二
匹
、
紗
は
織
金
胸
背
麒
麟
紅

一
匹
、
織
金
胸
背
猜
啄
青

一
匹
、
暗
花
骨
染
雲
青

一
匹
、
暗
細
花
紅
一
匹
、

素
青
一
匹
、
素
緑
二
匹
、
素
白
一
匹
、
羅
は
織
金
胸
背
麒
麟
紅
一
匹
、
織
金

胸
背
白
鵬
紅

一
匹
、
素
緑

一
匹
、
素
藍
一
匹
、
素
紅

一
匹
、
素
白
一
匹
が
頒

賜
さ
れ
、
同
王
妃
に
は
粧
花
絨
錦
と
し
て
細
花
紅

一
匹
、
暗
細
花
紅
一
匹
、

紆
絲
は
織
金
胸
背
白
澤
紅

一
匹
、
素
紅

一
匹
、
素
青

一
匹
、
素
緑
一
匹
、
紗

に
は
織
金
胸
背
獅
子
紅
一
匹
、
暗
花
骨
染
雲
青

一
匹
、
暗
細
花
紅
一
匹
、
素

緑
一
匹
、
羅
に
は
織
金
胸
背
獅
子
紅
一
匹
、
素
紅
一
匹
、
素
緑
一
匹
、
素
藍

以
上
の
宣
徳
年
間
の
事
例
で
注
意
し
て
置
く
べ
き
こ
と
は
、
明
王
朝
か
ら

琉
球
国
中
山
王
・
王
妃
に
賜
っ
た
織
物
は
い
ず
れ
も
規
定
通
り
の
儀
礼
用
服

飾
を
制
作
す
べ
き
原
材
料
で
あ
っ
て
余
剰
は
な
く
、
従
っ
て
貿
易
や
交
易
と

呼
べ
る
内
容
は
全
く
無
か
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
明
帝
国
か
ら
冊
封
国
琉
球
国
中
山
王
に
給
さ
れ
る
下
賜
品
に
対
し
、
琉
球

か
ら
明
に
献
上
さ
れ
る
貢
納
品
、
方
物
は
そ
の
す
べ
て
が
琉
球
で
自
給
で
き

ず
、
隣
国
日
本
に
そ
の
供
給
を
仰
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
。
宣
徳
五
年
十
二
月
の

海
難
事
故
は
そ
の
過
程
で
生
じ
た
も
の
で
、
そ
の
解
決
に
は
琉
球
と
日
本
と

琉
球
国
王
に
粧
花
絨
錦
と
し
て
西
番
蓮
藍

一
匹
、
連
勝
宝
相
花
紅
一
匹
、
細
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終
わ
っ
た
応
永
十
五
年
(
-
四
0
八
）
以
後
、

の
通
商
取
り
引
き
の
確
保
、
安
定
化
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
海
上
地

『歴
代
宝
案
』
巻

皇
帝
勅
諭
琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志
、
朕
聞
、
王
国
与
日
本
国
接
境
、
商

買
往
来
道
路
無
阻
゜
絃
遣
内
官
柴
山
等
、
来
王
国
中
公
幹
、
井
遣
勅
諭

一
道
。
王
宜
遣
人
齋
去
、
与
日
本
国
王
、
令
其
遣
使
往
来
、
和
好
及
売

官
柴
山
等
船
同
来
、
王
其
体
至
懐
故
懐
゜

明
皇
帝
宣
徳
帝
は
琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志
に
勅
諭
し
て
、
琉
球
国
が
日
本

国
と
国
境
を
接
し
、
か
つ
商
人
の
往
来
が
自
由
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
、
日
本
国
王
が
明
王
朝
へ
の
遣
使
朝
貢
を
再
開
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る

こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
時
に
宣
徳
七
年
は
日
本
の
永
享
四
年
(
-
四
三

二
）
、
宣
徳
三
年
が
正
長
元
年
(
-
四
二
八
）
、
有
名
な
正
長
の
土
一
揆
の
年
で

あ
る
。
室
町
幕
府
将
軍
は
五
代
足
利
義
量
が
応
永
三
十
二
年
（
明
洪
熙
元
年
、

一
四
二
五
年
）
に
死
去
の
後
、
出
家
し
た
父
、
四
代
義
持
が
担
当
し
て
い
た

が
、
彼
も
正
長
元
年
に
は
死
亡
し
た
。
義
持
は
日
明
関
係
を
開
い
た
義
満
の

子
で
あ
っ
た
が
、
明
朝
へ
の
遣
使
朝
貢
に
は
熱
心
で
な
く
、
義
満
の
時
代
が

一
度
も
日
明
交
渉
を
持
た
な

か
っ
た
。
そ
の
間
の
応
永
二
十
六
年
に
は
明
使
呂
淵
が
九
州
博
多
に
来
航
し

暫
く
太
宰
府
に
逗
留
、
次
い
で
兵
庫
か
ら
京
都
に
赴
き
将
軍
義
持
に
面
会
し

弊
邑
多
虞
。
行
李
往
来
、
願
復
治
朝
旧
典
。
是
以
謹
使
某
人
、
仰
観
国

宣
徳
七
年
正
月
二
十
六
日
。

勤
華
継
体
、
従
昔
所
希
、
宣
光
中
興
、
不
図
復
親
、
貢
茄
不
入
、
固
縁

買
生
理
、
同
享
太
平
之
福
゜
如
日
本
国
王
有
使
臣
来
朝
、
就
令
附
搭
内

天
啓
大
明
、
万
邦
悉
被
光
賞
、
海
無
警
浪
、
中
国
翠
占
泰
平
。
凡
在
率

一
宣
徳
七
年
正
月
二
十
六
日
に
は
、

明
皇
帝
は
日
本
国
王
の
冊
封
関
係
の
再
開
を
期
待
す
る
。

域
間
交
流
の
国
際
関
係
の
秩
序
と
し
て
大
明
帝
国
の
冊
封
体
制
が
あ
っ
た
。

よ
う
と
し
た
が
許
さ
な
か
っ
た
。
父
義
満
は
京
都
北
山
第
で
明
使
者
を
盛
ん

に
供
応
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
ら
も
大
勢
を
引
き
連
れ
て
兵
庫
に
行
き
、
明

船
を
見
物
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
義
持
の
死
後
、
六
代
将
軍
に
弟
義
教
が

就
い
た
が
日
明
関
係
の
修
復
は
俄
に
は
成
ら
ず
、
そ
こ
で
明
皇
帝
は
琉
球
国

中
山
王
尚
巴
志
を
介
し
、
日
本
国
王
の
遣
使
朝
貢
の
催
促
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
琉
球
国
王
の
仲
介
の
労
は
効
果
が
あ
っ
た
。
六
代
将
軍
義
教
は
永
享
四

年
の
遣
唐
書
（
瑞
渓
周
鳳
編
「
善
隣
国
宝
記
』
巻
中
、
所
引
）
に
、

濱
、
執
不
惟
頼
。
欽
惟
、
大
明
皇
帝
陛
下
、
四
聖
伝
業
、
三
辺
又
安
、

光
。
伏
献
方
物
、
為
是
謹
具
表
。

将
軍
義
教
は
日
本
国
王
と
し
て
明
皇
帝
に
遣
使
し
て
方
物
を
献
上
す
る
。

翌
年
、
宣
徳
八
年
明
宣
徳
帝
は
日
本
国
使
者
道
淵
に
勅
諭
し
て
海
路
は
る
ば

る
朝
貢
し
た
こ
と
を
労
う
が
、
そ
の
勅
諭
に
は
義
教
が
父
王
源
道
義
（
義
満
）

同
様
に
明
に
遣
使
朝
貢
し
た
こ
と
を
嘉
賞
す
る
文
言
が
『
善
隣
国
宝
記
』
巻

中
に
見
え
る
。
そ
し
て
同
書
巻
下
に
は
、
明
皇
帝
は
日
本
国
王
義
教
に
白
金

二
百
両
、
粧
花
絨
錦
四
匹
（
四
季
宝
相
花
藍
一
匹
、
細
花
緑
一
匹
、
細
花
紅

二
匹
）
、
紆
絲
二
十
匹
（
織
金
胸
背
麒
麟
紅

一
匹
、
織
金
胸
背
獅
子
紅
一
匹
、

織
金
胸
背
白
澤
緑

一
匹
、
晴
花
骨
染
雲
青

一
匹
、
晴
細
花
紅
四
匹
、
晴
細
花

緑

一
匹
、
晴
細
花
青
一

匹
、
素
青
三
匹
、
素
紅
二
匹
、
素
緑
三
匹
）
、
羅
二
十

匹
（
織
金
胸
背
麒
麟
紅

一
匹
、
織
金
胸
背
獅
子
青
一
匹
、
織
金
胸
背
虎
豹
緑
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一
匹
、
織
金
胸
背
海
馬
藍

一
匹
、
織
金
胸
背
海
馬
緑

一
匹
、
素
紅
五
匹
、
素

藍
三
匹
、
素
柳
緑
二
匹
、
素
柳
青

一
匹
、
素
砂
青

一
匹
、
素
砂
緑

一
匹
、
素

茶
褐
一
匹
）
、
紗
二
十
匹
（
織
金
胸
背
麒
麟
紅

一
匹
、
織
金
胸
背
獅
子
紅

一
匹、

織
金
胸
背
白
澤
青

一
匹
、
織
金
胸
背
海
馬
緑

一
匹
、
織
金
胸
背
虎
豹
緑

一
匹、

晴
花
骨
染
雲
紅

一
匹
、
晴
花
骨
染
雲
青
二
匹
、
晴
花
骨
染
雲
藍
二
匹
、
晴
花

骨
染
雲
柳
青

一
匹
、
晴
花
骨
染
雲
緑
二
匹
、
晴
花
八
宝
骨
染
緑

一
匹
、
素
緑

一
匹
、
素
紅

一
匹
、
素
青

一
匹
）
、
彩
絹
二
十
匹
（
緑
七
匹
、
紅
七
匹
、
藍
六

匹
）
を
頒
賜
し
、
王
妃
に
は
白
金
壱
百
両
、
粧
花
絨
錦
二
匹
（
細
花
紅

一
匹、

四
季
宝
相
花
藍

一
匹
）
、
紆
絲
十
匹
（
織
金
胸
背
犀
牛
紅

一
匹
、
織
金
胸
背
海

馬
青

一
匹
、
晴
花
八
宝
骨
染
雲
青

一
匹
、
晴
細
花
紅

一
匹
、
晴
細
花
青
一

匹、

晴
細
花
緑

一
匹
、
素
青

一
匹
、
素
紅
二
匹
、
素
緑

一
匹
）
、
羅
八
匹
（
織
金
胸

背
獅
子
青

一
匹
、
織
金
胸
背
虎
豹
紅

一
匹
、
素
藍
二
匹
、
素
紅
二
匹
、
素
青

一
匹
、
素
緑

一
匹
）
、
紗
八
匹
（
織
金
胸
背
獅
子
緑

一
匹
、
織
金
胸
背
犀
牛
紅

一
匹
、
暗
花
骨
染
雲
藍

一
匹
、
暗
花
骨
染
雲
青
一

匹
、
素
紅
二
匹
）
、
彩
絹
十

匹
（
紅
二
匹
、
緑
四
匹
、
藍
二
匹
）
、
以
上
が
宣
徳
八
年
六
月
十

一
日
付
け
で

頒
賜
さ
れ
た
。
さ
ら
に
明
皇
帝
は
同
日
付
で
日
本
国
王
王
妃
に
対
す
る
特
賜

品
と
し
て
、
昧
紅
漆
彩
粧
猷
金
輻

一
乗
（
大
紅
心
青
辺
金
花
紆
絲
坐
褥

一
個、

脚
踏
褥

一
個
）
、
妹
紅
漆
猷
金
交
椅

一
対
（
大
紅
織
金
紆
絲
褥
二
個
、
脚
踏
褥

二
個
）
、
株
紅
漆
猷
金
交
床
二
把
（
大
紅
心
青
辺
織
金
紆
絲
坐
褥
二
個
、
大
紅

羅
錦
金
梧
桐
葉
傘
二
把
）
、
渾
織
金
紆
絲
十
匹
（
大
紅
骨
染
連
雲
一

匹
、
大
紅

灘
瀬
連
雲

一
匹
、
大
紅
霊
芝
骨
染
雲

一
匹
、
翠
藍
瀬
瀬
連
雲
一

匹
、
翠
藍
霊

芝
骨
染
雲

一
匹
、
土
色
骨
染
連
雲

一
匹
、
深
青
香
草
宝
相

一
匹
、
深
霊
芝
骨

染
雲
一

匹
、
柏
枝
緑
香
草
宝
相

一
匹
、
黒
緑
霊
芝
骨
染
雲

一
匹
）
、
渾
織
金
羅

十
匹
（
大
紅
骨
染
連
雲
一

匹
、
大
紅
八
宝
骨
染
雲
一

匹
、
深
青
瀬
瀬
連
雲

一

匹
、
深
青
霊
芝
骨
染
雲
一

匹
、
深
青
纏
枝
金
連

一
匹
、
藍
青
霊
芝
骨
染
雲

一

匹
、
藍
青
八
宝
誤
脚
雲
一

匹
、
翠
藍
霊
芝
骨
染
雲

一
匹
、
柏
枝
緑
香
草
宝
相

一
匹）、
渾
織
金
紗
十
匹
（
大
紅
瀕
瀬
連
雲

一
匹
、
大
紅
八
宝
雲

一
匹
、
黒
緑

八
宝
雲
一

匹、

黒
緑
瀬
瀬
連
雲
一

匹、

黒
緑
香
草
宝
相

一
匹
、
深
青
瀬
瀬
連

雲
一

匹
、
明
緑
瀬
瀬
連
雲

一
匹
）
、
彩
絹
三
百
匹
（
大
紅
三
十
匹
、
深
桃
紅
三

十
五
匹
、
浅
桃
紅
三
十
五
匹
、

青
一

百
匹
、
木
紫

一
百
匹
）
、
銀
孟
等
器
二
十

件
（
銀
孟
二
面
、
銀
酒
壷
二
個
、
銀
茶
瓶
二
個
、
銀
漱
口
孟
二
個
、
銀
酒
孟

嚢
全
、
鮪
灯
籠
四
対

二
個
、
銀
茶
匙
十
二
把
、
銀
匙
二
把
）
、
各
色
絲
緑
銹
圏
金
各
様
花
鏡
袋
十
個

（
大
紅
花

一
個、

黒
緑
茶
花

一
個、

黒
緑
四
季
花
二
個
、
株
紅
漆
猷
金
宝
相

花
摺
畳
面
盆
架
二
座
、
鍍
金
事
件
全
古
銅
点
金
斑
花
瓶
二
対
、
古
鋼
点
金
斑

香
炉
二
個
、
象
牙
彫
茄
子
鳥
木
押
痒
合
子
二
個
、
香
児

一
百
個
）
、
昧
紅
漆
猷

巌
全
、
黒
漆
猷
金
椀
二
十
個

金
椀
二
十
個

雲
頭

桃
竿
全
、
龍
香
墨
二
十
笏
、

青
広
信
紙
五
百
張
、
兎
憂
筆
三
百
枝
、
各
様
賤

紙

一
百
枚
（
深
銀
紅
色
十
張
、
柳
黄
色
十
張
、
粉
紅
色
十
張
、
山
各
色
十
張
、

蜜
褐
色
十
張
、

鷹
青
褐
色
十
張
、
藉
絲
褐
色
十
張
、
葱
白
色
十
張
、
白
粉
色

十
張
、
賤
紙
十
張
）
、
蛇
皮
五
十
張
、
猿
皮

一
百
張
、
虎
皮
五
十
張
、
熊
皮
三

十
張
、
豹
皮
三
十
張
、
苓
香
十
箱

毎
箱
五
十
片
共
五
百
片
、
魏
鵡
貝
二
十

個、

宣
徳
八
年
六
月
十

一
日
（
以
上

『善
隣
国
宝
記
』
巻
下
）
と
あ
る
。
以

上
の
給
賜
品
で
も
終
わ
り
近
い
各
様
賤
紙
や
蛇
皮
、
猿
皮
、
虎
皮
、
熊
皮
、

豹
皮
な
ど
が
数
量
に
纏
ま
っ
た
数
を
見
せ
る
が
、
他
は

一
な
い
し
二
と
い
う
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宣
徳
七
年
正
月
二
十
六
日
。

千
七
百
余
貫
、
今
皆
不
問
。
特
諭
。
王
之
。
故
諭
。

数
量
で
と
て
も
貿
易
品
の
数
量
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、

同
時
期
（
宣
徳
九
年
八
月
二
十

一
日）

の
日
本
か
ら
明
帝
国
へ
の
貢
献
方
物

が
馬
二
十
匹
、
撒
金
鞘
太
刀
二
把
、
硫
黄
一
万
斤
、
馬
脳
大
小
二
十
塊
、
金

屏
風
―-＿
副
、
鎗

一
百
柄
、
黒
漆
鞘
柄
太
刀

一
百
把
、
長
刀

一
百
柄
、
鎧

一
領、

硯

一
面
井
匝
、
扇

一
百
把
で
あ
る
の
と
比
較
す
る
と
確
か
に
金
額
的
に
は
日

本
の
方
が
利
益
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
明
帝
国
か
ら

日
本
国
王
へ
の
賜
与
品
は
服
飾
を
中
心
と
し
た
儀
礼
関
係
の
品
物
で
あ
っ
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
逆
に
日
本
国
王
か
ら
明
皇
帝
へ
の
貢
献
方
物
は

大
量
の
硫
黄
を
含
む
日
本
製
武
器
で
あ
る
。
倭
寇
の
取
り
締
ま
り
を
義
務
責

務
と
さ
れ
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
勘
合
符
が
与
え
ら
れ
た
日
本
国
王
の
貢
献

方
物
と
し
て
、
日
本
の
武
器
献
上
は
必
須
の
儀
礼
で
あ
る
。
正
に
理
に
叶

っ

た
貢
献
方
物
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

皇
帝
勅
諭
琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志
、
比
者
内
官
柴
山
等
回
備
言
、
王
能

柴
山
・
内
使
玩
漸
、
給
賜
王
与
王
妃
採
幣
、
井
将
帯
軍
銅
銭
弐
千
貫
前

来
、
収
買
洒
金
果
合
彩
色
屏
風
・
彩
色
扇
五
様
・
磨
刀
石
・
腰
刀
・
衰

刀
・
硫
黄

•

生
漆

・

細
沙
・
魚
皮
。
王
可
用
心
、
収
弁
斉
備
、
交
付
内

官
柴
山
等
齋
来
、
尤
見
王
之
勤
誠
゜
其
先
次
海
洋
遭
風
、
失
去
銅
銭

一

敬
順
天
道
、
恭
事
朝
廷
、
具
見
王
之
誠
意
、
良
用
嘉
悦
。
今
復
遣
内
官

前
掲
文
の
続
文
に
は
、

『歴
代
宝
案
』
第

一
集
巻

一
の
宣
徳
七
年
正
月
二
十
六
日
の

ー）、
9
_r
 

宣
徳
九
年
五
月
初
一
日
、
琉
球
国
中
山
王
臣
尚
巴
志
謹
上
奏
。

洋
、
前
往
日
本
国
王
処
開
読
。
及
杏
礼
部
外
、
謹
具
奏
聞
。

そ
の
琉
球
使
節
の
任
務
は
継
続
し
て
い
た
。

こ
の
明
宣
徳
帝
の
勅
諭
は
先
掲
の
宣
徳
元
年
及
び
同
三
年
の
勅
諭
に
対
応

す
る
。
明
側
は
琉
球
国
に
銅
銭
―
一
千
貫
、
二
百
万
文
を
与
え
、
各
様
屏
風
、

磨
刀
石
、
硫
黄
、
生
漆
等
琉
球
物
産
を
買
い
付
け
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
交

易
、
貿
易
で
あ
る
。
た
だ
し
、

難
で
遺
失
し
た
と
す
る
が
そ
れ
は
不
問
に
付
す
と
い
う
。
欽
差
内
官
柴
山
も

『
歴
代
宝
案
』
第
一
集
巻
十
二

琉
球
国
中
山
王
臣
尚
巴
志
謹
奏
、
為
啓
開
読
事
。
宣
徳
八
年
六
月
二
十

二
日
、
蒙
欽
差
内
官
柴
山
等
齋
捧
勅
諭
、
到
国
開
読
、
王
宜
遣
人
齋
去
、

与
日
本
国
王
遣
使
往
来
、
和
好
買
売
生
理
、
同
享
太
平
之
福
゜
欽
此
゜

除
欽
遵
外
、
縁
日
本
公
幹
事
完
、
今
遺
等
齋
捧
勅
諭

一
道
。
随
同
就
附

欽
差
内
官
柴
山
等
来
船
三
隻
、
於
宣
徳
九
年
五
月
二
十
日
在
本
国
開

自
為
字
起
、
至
外
字
止
、
計
百
二
十
三
字
、
紙

一
張
。

右
謹
奏
。

中
山
王
尚
巴
志
は
宣
徳
八
年
六
月
二
十
二
日
に
欽
差
内
官
柴
山
等
が
琉
球

国
に
も
た
ら
し
た
明
皇
帝
の
勅
諭
を
開
読
し
、
琉
球
国
と
日
本
国
の
通
好
、

日
本
国
王
の
明
へ
の
遣
使
朝
貢
の
再
開
が
実
現
し
て
、
こ
こ
に
宣
徳
九
年
五

月
二
十
日
、
琉
球
か
ら
船
を
仕
立
て
て
日
本
国
へ
出
航
し
、
日
本
国
王
に
明

皇
帝
の
勅
諭
を
開
読
し
て
通
商
の
安
定
を
図
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
、
琉
球
国

中
山
王
の
上
奏
で
あ
る
。
そ
の
橋
渡
し
の
任
務
に
は
欽
差
内
官
柴
山
が
当

一
千
七
百
余
貫
、
百
七
十
万
余
文
は
海
上
遭
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者
南
米
結
制
等
管
送
、
倶
行
附
搭
゜

り
、
彼
は
日
本
国
王
の
も
と
へ
向
か
う
と
い
う
。
な
お
、
中
山
王
の
宣
徳
九

年
五
月
一
日
付
け
の
上
奏
文
は
他
に
二
通
あ
る
。
最
初
の
上
奏
本
文
二
百
四

十
六
字
の
も
の
に
は
、

縁
日
本
国
出
産
硫
黄
、
其
余
物
件
、
別
無
所
産
、
局
敢
有
違
、
即
差
頭

目
管
領
人
、
船
装
載
銅
銭
、
前
至
隣
国
、
買
到
洒
金
龍
鳳
井
素
紅
漆
合

-
＋
個
、
金
箔
彩
色
屏
風
四
扇
、
金
龍
鳳
井
銀
銅
結
束
洒
金
等
様
腰
刀

六
把
、
金
貼
銅
結
束
井
螺
細
紅
漆
腰
刀
四
十
把
、
金
包
銅
結
束
井
螺
細

変
刀
六
把
。
今
依
時
価
已
用
前
項
銅
銭
二
千
貫
、
更
有
加
坐
買
彩
色
扇
・

各
様
磨
刀
石
・
硫
黄
・
魚
皮
等
物
、
謹
備
自
進
外
、
倶
交
欽
差
内
官
柴

山
内
使
玩
漸
、
来
船
装
載
赴
京
。
除
具
奏
啓
外
、
今
将
収
買
物
件
、
備

開
移
笞
施
行
。
須
至
沓
者
、
進
用
及
備
細
移
杏
礼
部
外
、
謹
具
啓
奏
聞
。

さ
ら
に
も
う

―
つ
の
上
奏
文
三
百
十

一
字
に
は
、

臣
尚
巴
志
、
謹
備
貢
物

漆
果
合
八
個
、
泥
金
彩
色
扇
五
百
把
、
金
包
鞄
結
束
金
銀
龍
長
刀
二
把
、

金
結
束
井
螺
細
殻
腰
刀
二
把
、
銀
結
束
井
螺
釧
腰
刀
四
把
、
金
貼
銅
結

束
井
螺
細
紅
漆
腰
刀
七
十
四
把
、
金
鍍
銀
井
金
貼
銅
結
束
螺
釧
等
様
衰

刀
三
十
把
、
硫
黄
四
万
斤
、
魚
皮
四
千
張
、
各
様
磨
刀
石
六
千
三
百
三

十
斤
、
螺
殻
八
千
五
百
個
、
海
巴
五
百
五
十
万
個
。
随
拠
王
相
懐
機
、

謹
備
貢
物
金
箔
彩
色
屏
風
二
扇
、
金
包
鞄
結
束
虎
豹
銀
竹
長
刀
二
把
、

金
箔
彩
色
屏
風
四
扇
、
洒
金
龍
鳳
井
花
紋
紅

金
鍍
銀
結
束
銀
竹
腰
刀
二
把
、
海
揃
皮

一
百
張
、

一
項
貢
物
、
伯
遣
使

と
あ
る
。
同
年
月
日
の
上
奏
文
の
内
容
の
違
い
は
何
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う

去
詑
゜

内
官
柴
山
等
駅
内
、
蒙
収
留
匿
帯
船
。
己
於
本
年
六
月
二
十
四
日
開
洋

か
っ
た
と
し
、
そ
の
後
、

―
つ
に
は
既
に
述
べ
た
通
り
、
琉
球
の
対
明
貢
物
は
す
べ
て
が
自
弁
で

き
ず
、
日
本
産
物
を
充
て
ざ
る
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
琉
球

と
す
れ
ば
対
明
関
係
の
安
定
の
た
め
に
出
来
る
だ
け
自
弁
可
能
な
琉
球
産
物

と
こ
ろ
が
、
こ
の
間
の
明
帝
国
と
琉
球
国
中
山
王
と
の
貢
物
調
達
の
努
力

『
歴
代
宝
案
』
第
一
集
巻
十
二
の
宣
徳
九
年
の
月
日
の
記
入

の
な
い
琉
球
国
中
山
王
臣
尚
巴
志
の
上
奏
に
は
、
対
明
貢
物
調
達
の
た
め
、

欽
差
内
官
柴
山
等
の
船
が
宣
徳
九
年
五
月
に
琉
球
を
出
航
し
、
日
本
国
へ
向

随
同
附
搭
護
送
欽
差
内
官
柴
山
等
船
三
隻
、
前
往
日
本
国
王
処
、
開
読

行
間
、
蒙
欽
差
内
官
柴
山
等
取
読
勅
諭
、
就
留
自
収
外
、
後
蒙
変
詞
言
、

説
不
去
日
本
国
開
読
、
我
要
回
還
、
然
此
今
見
南
風
、
不
是
回
還
時
月
、

以
後
緊
使
再
三
告
留
外
。
然
後
臣
尚
巴
志
出
往
山
北
、
賽
祭
海
神
処
間
。

拠
通
事
鄭
長
前
来
告
報
、
本
国
所
用
其
僧

一
名
、
受
林
有
奴
婢
八
至
羅

縦
容
、
其
妻
与
本
僧
通
姦
、
却
乃
謀
殺
。
本
主
身
死
負
罪
、
投
奔
欽
差

欽
差
内
官
柴
山
の
日
本
物
産
買
い
付
け
は
不
調
に
な
り
、
加
え
て
琉
球
と

日
本
の
外
交
事
案
に
関
連
し
た
日
本
僧
と
そ
の
奴
と
の
事
件
が
起
こ
る
。
そ

の
奴
の
名
は
八
至
羅
と
あ
る
が
、
尚
巴
志
の
宣
徳
十
年
の
上
奏
に
は
罪
人
八

郎
と
あ
る
。
こ
の
時
期
、
琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志
は
明
皇
帝
に
再
三
に
わ
た
っ

は
破
綻
し
た
。

語
っ
て
い
る
。

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
間
の
調
達
努
力
を
数
種
上
奏
文
は
物

か

゜
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王
か
ら
奏
上
が
あ
り
、
明
皇
帝
は
そ
れ
を
是
と
し
て
、
内
官
柴
山
を
審
問
し

に
来
た
。
日
本
国
の
国
書
を
持
っ
て
お
り
、
内
官
柴
山
と
結
ん
だ
。
中
山
王

明
皇
帝
は
代
替
り
を
す
る
琉
球
国
世
子
に
対
し
て
、
爾
を
封
じ
て
琉
球
国

誠
、
永
享
太
平
之
福
゜
欽
哉
。
故
諭
。

爾
及
妃
冠
服
採
幣
等
物
。
爾
具
堅
持
臣
節
、
允
踏
前
規
、
常
懐
事
大
之

順
五
年
三
月
二
十
五
日
に
、

し
た
内
官
柴
山
が
日
本
国
僧
侶
正
瑣
（
恐
ら
く
は
外
交
担
当
の
京
都
五
山
の

冊
封
関
係
と
は
君
臣
関
係
で
あ
っ
た
。

間
交
流
の
あ
り
方
に
最
大
の
問
題
点
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

て
上
奏
し
、
そ
の
誠
意
を
見
せ
た
。
そ
の
結
果
、

勅
王
知
之
。
故
諭
。

宣
徳
十
年
三
月
十
五
日
。

み
、
琉
球
国
中
山
王
に
日
本
国
王
の
明
へ
の
遣
使
朝
貢
の
再
開
を
促
す
仲
介

瑣
、
搭
琉
球
船
前
来
買
売
、
就
帯
日
本
国
書
、
与
内
官
柴
山
。
王
知
而

帯
罪
人
回
還
、
等
因
。
又
王
国
先
有
倭
人
八
郎
来
告
、
同
日
本
国
僧
正

一
の
宣
徳
皇
帝
の
勅
諭
に
は
、

『
歴
代
宝
案
』
第

一
集
巻

皇
帝
勅
諭
琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志
、
王
奏
内
官
柴
山
今
次
生
事
、
及
私

怒
、
捕
僧
正
瑣
殺
死
。
八
郎
驚
櫂
脱
走
、
柴
山
処
求
救
。
柴
山
就
帯
引

来
京
。
朕
以
王
恭
事
、
朝
廷
格
修
職
貢
、
未
嘗
有
闘
。
八
郎
所
言
、
蓋

未
可
信
。
遂
勅
内
外
大
臣
審
之
。
又
召
王
差
来
通
事
李
敬
詢
問
。
李
敬

備
言
、
八
郎
兇
暴
無
理
、
与
王
所
奏
相
合
。
朕
深
怒
之
、
己
令
法
司
治

柴
山
之
罪
。
伯
将
八
郎
執
、
付
錦
衣
衛
、
監
問
処
決
。
荻
因
人
回
、
特

琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志
に
対
す
る
明
宣
徳
帝
の
勅
諭
に
明
が
琉
球
に
派
遣

僧
侶
）
と
従
者
八
郎
が
琉
球
船
に
乗
っ
て
（
琉
球
に
？
、
中
国
に
？
）
商
売

は
怒
り
、
僧
正
瑣
を
捕
ら
え
て
殺
し
た
。
八
郎
は
脱
走
し
て
柴
山
に
救
助
を

求
め
た
。
柴
山
は
八
郎
を
伴
っ
て
北
京
に
帰
京
し
た
。
そ
こ
に
琉
球
国
中
山

て
罪
を
治
し
、
八
郎
は
錦
衣
衛
に
付
し
て
監
問
処
決
し
た
。
以
上
が
事
件
の

あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
要
は
日
本
物
産
の
取
り
引
き
に
関
連
し
て
明
か
ら
琉

球
に
派
遣
さ
れ
た
内
官
と
日
本
側
貿
易
商
人
と
の
間
に
起
こ

っ
た
事
件
で

あ
っ
た
。
琉
球
国
中
山
王
尚
巴
志
は
自
ら
の
立
場
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は

明
皇
帝
に
日
本
側
貿
易
関
係
者
と
明
内
官
の
不
正
な
関
係
を
認
め
て
も
ら
う

必
要
が
あ
っ
た
が
、
対
明
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
は
明
へ
の
貢
納
物
品
を

日
本
か
ら
調
達
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
点
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
明
皇
帝
が
琉
球
国
王
側
の
立
場
を
認
め
れ
ば
、
先
の
宣
徳
七
年

正
月
二
十
六
日
の
勅
諭
に
あ
る
琉
球
と
日
本
と
の
交
通
交
易
の
実
際
に
鑑

を
命
じ
た
こ
と
と
、
そ
の
外
交
方
針
に
矛
盾
を
み
せ
る
か
の
ご
と
く
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
回
の
事
件
で
は
、
明
皇
帝
の
欽
差
内
官
が
な
ぜ

か
琉
球
貢
物
調
達
の
た
め
に
日
本
物
産
の
買
い
付
け
を
行
わ
ず
、
任
務
遂
行

を
怠
っ
た
と
こ
ろ
に
問
題
が
生
じ
た
が
、

制
度
に
規
定
さ
れ
た
明
、
琉
球
の

直
接
的
二
国
間
冊
封
関
係
に
第
三
国
の
交
易
取
り
引
き
が
必
須
と
な
る
地
域

『
歴
代
宝
案
』
第
一
集
巻

一
、
天

皇
帝
勅
諭
琉
球
国
故
中
山
王
尚
泰
久
世
子
尚
徳
、
維
爾
先
王
撫
有
海

邦
、
臣
事
我
皇
、
明
忠
敬
之
心
、
久
而
弥
篤
゜
乃
父
泰
久
克
紹
王
封
、

甫
歴
数
年
而
速
斃
逝
。
爾
徳
既
為
家
嗣
、
爵
命
宜
承
。
今
特
遣
正
使
右

給
事
中
潅
栄
・
副
使
行
人
察
哲
齋
詔
、
封
爾
為
琉
球
国
中
山
王
、
井
賜
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上
で
必
須
の
歴
史
的
前
提
を
提
供
で
き
る
も
の
で
も
あ
る
。

朝
鮮
・
日
本
・
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
前
近
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
を
理
解
す
る

付
表
は
非
常
に
多
く
の
こ
と
を
物
語
る
が
行
論
の
都
合
上
に
必
要
な
こ
と

て
き
た
。
そ
れ
は
琉
球
と
中
国
王
朝
と
の
関
係
を
究
明
す
る
だ
け
で
な
く
、

符
文
か
ら
拾
え
ば
、
付
表
の
通
り
で
あ
る
（
付
表

一
九
頁
）

。

こ
こ
で
は
賜
与
の
金
糸
で
蛸
龍
を
織
っ
た
大
紅
羅
は
禁
令
の
品
だ
と
い

う
。
違
礼
と
し
て
回
収
さ
れ
る
。
因
み
に
蛸
龍
は
明
代

一
代
を
通
じ
て
許
さ

れ
な
か
っ
た
が
、
清
朝
で
は
順
治
十

一
年
の
琉
球
国
世
子
尚
質
に
対
す
る
勅

諭
に
蛸
緞
二
疋
と
あ
り
、
ま
た
、
清
琉
球
冊
封
関
係
が
確
立
し
た
康
熙
三
年

の
勅
諭
に
も
蛸
緞
二
疋
が
下
賜
さ
れ
た
と
あ
り
、
清
朝
で
は
蛸
龍
は
禁
令
で

な
か
っ
た
。
な
お
、
康
熙
二
十
四
年
の
勅
諭
以
降
琉
球
に
下
賜
さ
れ
る
癖
緞

は
四
疋
と
な
っ
た
。
今
日
で
は
琉
球
の
明
清
両
王
朝
と
の
冊
封
儀
礼
等
が
多

く
研
究
さ
れ
、
そ
の
関
係
の
具
体
的
内
容
の
詳
細
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ

千
五
百
斤

赴
京
。

胡
椒

外
、
特
諭
爾
知
之
。
故
勅
。

工
裁
製
為
当
。
今
却
不
然
、
事
属
有
違
。
除
羅
段
収
留
環
等
以
礼
遣
回

二
疋
、
私
喚
針
工
在
館
、
剪
裁
衣
服
、
所
司
以
聞
。
環
称
係
宣
徳
三
年

朝
廷
給
賜
、
従
本
国
帯
来
。
事
下
該
部
、
査
照
、
彼
時
原
無
給
賜
蛸
龍

花
様
。
此
係
応
禁
之
物
、
縦
使
果
従
本
国
帯
来
、
亦
宜
明
白
告
知
、
命

品
が
取
り
引
き
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

中
山
王
と
し
、
王
と
王
妃
に
衣
冠
服
飾
を
下
賜
す
る
。
そ
れ
が
明
帝
国
と
琉

球
国
と
の
君
臣
関
係
の
締
結
の
更
新
で
あ
り
、
太
平
之
福
を
享
受
す
る
根
本

で
あ
っ
た
。
下
賜
さ
れ
た
服
飾
は
明
帝
国
と
琉
球
国
の
君
臣
関
係
の
儀
礼
面

を
厳
密
に
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
な
問
題
が

起
こ
る
。

『
歴
代
宝
案
」
第
一
集
巻
一
、
成
化
七
年
四
月
八
日
に
、

勅
琉
球
国
世
子
尚
円
、
近
因
差
来
長
吏
察
瑾
、
将
大
紅
織
金
蛸
龍
羅
段

二
、
大
交
易
時
代
琉
球
王
国
の
環
東
・
南
海
（
中
国
海
）
交
易
と

考
察
す
る
場
合
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
地
域
間
交
流
で
い
か
な
る
地
域
特
産

『歴
代
宝
案
』
第

一
集
巻
二
十
三
、
符
文
、
成
化
五
年
八
月
十
五
日
に
、

琉
球
国
中
山
王
尚
徳
、
見
為
進
貢
等
事
。
今
特
遣
正
議
大
夫
程
鵬

・
同

差
長
史
梁
賓
、
使
者
安
遠
路
等
齋
捧
表
文
一
通
、
及
坐
駕
徳
字
号
海
船

一
隻
、
装
載
馬

一
十
五
疋
、
硫
黄
二
万
斤
、
赴
京
進
貢
゜
俯
赴
礼
部
、

告
稟
進
収
外
、
承
荻
諭
遣
在
途
、
母
得
遅
滞
不
便
、
所
有
符
文
、
須
至

出
給
者
、
今
開番

錫
五
百
斤
゜

（
略
）
国
王
附
搭

蘇
木
五
千
斤

(
6
)
 

と
あ
り
、
こ
こ
に
も
硫
黄
等
の
日
本
物
産
、
蘇
木
・
胡
椒
・
番
錫
等
の
南
海
、

東
南
ア
ジ
ア
物
産
が
琉
球
の
土
産
方
物
、
貢
献
品
と
し
て
琉
球
国
中
山
王
か

ら
明
帝
国
に
進
貢
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
種
の
琉
球
方
物
を
『
歴
代
宝
案
』

巻
二
十
三

（
宣
徳
元
i
成
化
二
十
三
年
）
、
二
十
四
（
弘
治
ニ
ー
十
七
年
）
、

二

十
五
（
正
徳
元
ー
嘉
靖
四
十
六
年
）
、

二
十
六
（
隆
慶
ニ
ー
崇
禎
十
七
年
）

の

環
東
・
南
海
に
お
け
る
海
上
交
易
と
中
国
王
朝
の
冊
封
体
制
と
の
関
係
を

明
清
両
朝
冊
封
体
制
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一
字
号
船
に
一
枚
の
執
照
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
り
、

（隆

を
示
そ
う
。
ま
ず
若
干
の
註
記
を
す
る
。
ま
ず
、
年
次
に
よ

っ
て
は
二
船
、

三
船
、
時
に
四
船
の
貢
船
が
記
録
さ
れ
る
が
、
琉
球
の
貢
船
は
通
常
三
船
が

規
定
で
あ
っ
た
の
で
、
む
し
ろ
一
船
、
二
船
は
符
文
に
欠
落
が
あ
る
か
、
何

か
の
事
故
で
貢
船
が
中
国
に
到
着
し
な
い
か
の
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
る
。
な

お
、
中
国
に
到
着
し
た
貢
船
が
正
式
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め

に
、
琉
球
国
中
山
王
が
発
給
し
た
執
照
を
明
側
に
提
示
し
た
。
そ
れ
は

『歴

代
宝
案
』
第

一
集
巻
二
十
八
（
宣
徳
元
ー
弘
治
十
七
年
）
、
巻
二
十
九
（
正
徳

元
ー
嘉
靖
二
十
年
）
、
巻
二
十
（
嘉
靖
二
十
―

i
四
十
六
年
）
、
巻
二
十
一

慶
ニ
ー
万
暦
二
十
年
）
、
巻
二
十
二
（
万
暦
二
十
一
！
天
啓
七
年
）
、
巻
二
十
三

（
崇
禎
二
i
十
七
年
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
符
文
と
執
照
の
照
合
に
よ
り
、

一
年
数
船
の
事

実
が
確
認
さ
れ
る
。
次
に
年
次
の
◎
印
は
そ
の
貢
船
の
使
節
が
正
議
大
夫
や

王
舅
な
ど
琉
球
国
の
公
式
身
分
を
持
つ
も
の
を
し
め
す
。
馬

・
硫
黄
以
下
胡

椒
ま
で
が
進
貢
物
品
で
あ
る
が
、
硫
黄
の
次
項
目
に
刀
等
の
項
を
設
け
そ
こ

に
記
す
＊
印
は
、
例
え
ば
成
化
六
年
九
月
七
日
に
は
鍍
金
銅
結
束
紅
漆
鞄
鞘

腰
刀
二
把
、
鍍
金
銅
結
束
黒
漆
鞄
螺
細
鞘
腰
刀
二
把
、
鍍
金
銅
結
束
紅
漆
鞄

鞘
衰
刀
四
把
と
あ
り
、
成
化
十
年
九
月
三
日
に
は
鍍
金
銅
結
束
黒
漆
沙
魚
皮

鞄
鞘
衰
刀
四
把
と
あ
る
ご
と
き
工
芸
品
や
諸
織
物
な
ど
を
示
す
。
項
目
最
後

の
国
王
附
搭
物
品
と
は
何
か
。
内
容
は
始
め
は
蘇
木
・
番
錫

・
胡
椒
で
あ

り
、
こ
れ
に
対
し
て
も
執
照
中
に
受
領
の
記
事
が
あ
る
か
ら
、
進
貢
物
品
に

準
じ
る
性
格
と
判
断
さ
れ
る
。

さ
て
上
表
に
つ
い
て
若
干
の
分
析
を
行
お
う
。
ま
ず
、
進
貢
物
品
の
馬
と

本
や
朝
鮮
か
ら
輸
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
嘉
靖
中
か
ら
馬

馬

・
硫
黄
は
琉
球
の
進
貢
物
数
量
を
全
部
自
弁
で
き
た
の
で
な
く
、
隣
国
日

少
す
る
。
た
だ
し
、
馬
は
明
極
末
の
崇
禎
九
年
、
十
三
年
、
十
五
年
、
十
七

硫
黄
で
あ
る
が
、

宣
徳
元
年
(
-
四
二
五
）
に
馬
二
疋
、
硫
黄

一
万
斤
が
正

統
四
年
(
-
四
三
九
）
に
馬
二
疋
、
硫
黄
二
万
斤
と
な
り
、
成
化
五
年
（
一

四
六
九
）
に
馬
十
五
疋
、
硫
黄
二
万
斤
と
な
っ
た
。
こ
こ
で

一
船
ご
と
に
馬

十
五
疋
、
硫
黄
二
万
斤
は
定
額
と
な
っ
た
が
、
嘉
靖
四
年
(
-
五
二
五
）
ま

で
は
そ
の
定
額
は
忠
実
に
厳
守
さ
れ
た
。
嘉
靖
八
年
に
馬
四
疋
、
硫
黄
一
万

斤
と
激
減
し
、
以
後
、
馬
は
嘉
靖
十
六
年
に
二
十
三
疋
、
同
二
十
六
年
に
二

十

一
疋、

三
十
六
年
十
四
疋
と
な
り
、
硫
黄
は
嘉
靖
十
年
、
十
六
年
、
十
八

年、

二
十
四
年
、
二
十
六
年
、
三
十
六
年
と
定
額
数
を
回
復
し
た
が
以
降
減

年
に
十
疋
に
ま
で
回
復
、
硫
黄
は
同
九
年
、
十
五
年
、
十
七
年
に
二
万
斤
に

定
額
通
り
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
間
の
嘉
靖
三
十
八
年
か
ら
崇
禎
八
年

ま
で
は
馬
は
多
く
て
六
疋
、
概
し
て
四
疋
と
な
り
、
硫
黄
は
多
く
て
一
万
五

千
斤
、
概
し
て
一
万
斤
に
半
減
し
て
い
る
。
馬
と
硫
黄
は
成
化
八
年
に
硫
黄
、

嘉
靖
十
四
年
・
隆
慶
二
年

・
万
暦
二
年

・
同
三
十
年

・
崇
禎
二
年
お
よ
び

四
•

六
・
八
年
に
馬
・
硫
黄
、
万
暦
三
十
七
年
・
万
暦
三
十
八
年
に
馬
が
そ

れ
ぞ
れ
全
く
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
他
の
年
次
で
は
必
ず
セ
ッ
ト
で
貢
納
さ

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
琉
球
か
ら
の
馬
と
硫
黄
の
進
貢
は
成
化
年
と

弘
治
年
が
最
盛
期
で
馬
が
四
十
五
疋
、
硫
黄
が
六
万
斤
、
時
に
そ
れ
以
上
も

あ
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
が
、
正
徳
か
ら
嘉
靖
初
年
ま
で
馬
十
五
疋
、
硫

黄
二
万
斤
と
な
り
、
以
後
漸
減
の
傾
向
に
あ

っ
た
。
前
項
に
述
べ
た
ご
と
く
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靖
十
、
十
四
、
十
六
、
二
十
、

次
に
刀
等
の
項
目
で
＊
印
を
付
し
た
年
は
成
化
六
、
十
、
十

一
、
十
二
、

十
三
、
十
五
、
二
十
二
、
二
十
三
、
弘
治
二
、
六
、
八
、
正
徳
元
、

二
、
嘉

二
十
六
、
三
十
六
、
三
十
八
、
四
十
、
四
十

四
、
四
十
六
、
隆
慶
二
、
三
、
五
、
万
暦
二
、

三
十
三
、
四
十
、
崇
禎
二
、
四
、
六
、
八
年
の
各
年
次
で
あ
る
。
年
次
を
群

に
分
け
て
見
る
と
、
ま
ず
第
一
群
が
成
化
六
年
か
ら
弘
治
八
年
ま
で
、
こ
の

時
期
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
象
牙
、
各
種
香
、
胡
椒
な
ど
が
琉
球
か
ら
進
貢

さ
れ
る
時
期
で
も
あ
る
。
内
容
は
先
に
註
記
に
示
し
た
腰
刀
類
や
扇
、
屏
風

等
の
工
芸
品
類
、
中
で
も
沙
魚
皮
の
鞘
に
入
り
、
螺
釧
細
工
が
錢
め
ら
れ
た

腰
刀
類
が
多
い
。
弘
治
二
年
次
に
絶
細
漂
白
土
夏
布
三
十
匹
、
絶
細
生
土
夏

布
十
匹
の
琉
球
産
麻
布
が
登
場
し
た
が
こ
の
年
だ
け
で
進
貢
布
と
し
て
定
着

し
な
か
っ
た
。
次
は
正
徳
元
、

二
年
の
わ
ず
か
二
年
次
で
あ
る
が
、
こ
の
時

期
も
象
牙
や
各
種
香
も
進
貢
さ
れ
て
い
る
が
、
刀
類
も
成
化
、
弘
治
と
同
様

で
あ
る
。
な
お
、
琉
球
産
土
夏
布
二
種
計
四
十
匹
が
見
え
る
。
こ
の
琉
球
布

進
貢
も
定
着
し
な
か
っ
た
。
第
三
群
は
嘉
靖
十
年
か
ら
で
、
内
容
は
成
化
、

弘
治
と
同
じ
で
あ
る
。
琉
球
産
布
の
土
夏
布
進
貢
は
隆
慶
二
年
ま
で
な
い
。

土
夏
布
の
進
貢
は
そ
の
後
も
容
易
に
定
着
し
な
い
が
、
万
暦
十

一
年

(
-
五

八
三
）
以
後
、
国
王
附
搭
物
品
と
し
て
定
例
と
な
り
、
明
滅
亡
時
に
及
ぶ
。

な
お
、
今
日
で
も
琉
球
特
産
と
し
て
有
名
な
芭
蕉
布
の
名
は
万
暦
二
十
四
年

（
一
五
九
六
）
が
初
見
で
あ
る
が
、
こ
の
年
は
画
期
で
あ
る
。
同
年
に
は
馬

か
も
し
れ
な
い
。

四
、
六
疋
、
硫
黄

一
万
斤
と
い
う
の
は
琉
球
の
自
弁
数
量
を
示
し
て
い
る
の

二
十
四
、
二
十
七
、
三
十
、

る
象
牙
、
各
種
香
類
や
蘇
木
、
さ
ら
に
番
錫
、
胡
椒
な
ど
で
あ
っ
た
。
各
種

四
疋
、
生
硫
黄

一
万
斤
、
金
銀
面
扇
五
十
把
、
水
墨
画
扇

一
百
把
、
細
撤
芭

蕉
布
四
十
疋
、
土
夏
布
二
百
疋
、
紅
花
二
百
斤
、
海
螺
三
千
個
が
進
貢
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
大
部
分
が
琉
球
産
物
と
思
わ
れ
る
。
次
の
万
暦
二
十
七
年

で
は
細
徽
土
夏
布
二
十
疋
、
花
螺

一
百
個
、
海
螺
二
千
個
が
進
貢
さ
れ
、
同

三
十
年
に
は
細
徽
蕉
布
二
十
疋
、
黄
土
夏
布
二
百
疋
、
紅
花
二
百
斤
が
進
貢

さ
れ
、
同
三
十
三
年
に
は
細
徽
練
光
蕉
布
二
十
疋
、
紅
花
二
百
斤
、
土
扇

一

百
把
が
進
貢
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
万
暦
四
十
年
の
進
貢
品
は
馬

・
硫
黄
の
他

は
腰
刀
・
甲
冑
や
屏
風
な
ど
で
芭
蕉
布
等
織
物
は
な
か
っ
た
。
崇
禎
二
年
に

花

一
百
斤
、
蘇
木

一
千
斤
が
貢
品
で
あ
る
。蘇
木
以
外
は
琉
球
土
産
で
あ
る
。

崇
禎
四
年
も
同
二
年
と
同
様
で
あ
る
が
、
練
光
蕉
布
二
十
疋
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
同
六
年
で
は
紅
銅
五
百
斤
、
土
絲
綿
二
百
斤
、
胡
椒
五
百
斤
、
土
苧

同
八
年
に
は
工
芸
品
を
除
く
と
、
細
嫁
練
光
土
蕉
布
二
十
疋
、
漂
白
土
苧
布

二
十
疋
と
あ
る
。
芭
蕉
布
や
苧
布
の
琉
球
織
物
は
明
へ
の
進
貢
品
と
し
て
定

着
し
た
。
た
だ
し
、
数
量
に
は
変
動
が
あ
る
。
そ
し
て
崇
禎
九
年
に
な
る
と

海
螺
殻
三
千
個
が
明
末
ま
で
定
例
化
す
る
。
以
上
や
や
詳
し
く
刀
類
や
布
類

の
進
貢
物
産
の
変
遷
を
述
べ
た
が
、
実
は
そ
れ
ら
工
芸
土
産
は
琉
球
特
産
物

が
多
く
、
方
物
ら
し
く
は
あ
っ
た
が
、
数
量
の
点
で
も
価
格
的
に
も
琉
球
進

貢
品
の
大
宗
と
は
言
え
な
か

っ
た
。
や
は
り
、
馬
・
硫
黄
及
び
以
下
に
述
べ

香
は
束
香
は
正
徳
二
年
に
沈
束
香
と
も
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
い
は
沈
香

布

一
百
疋
、
芭
蕉
布
二
百
疋
と
あ
り
、
紅
銅
、
胡
椒
以
外
は
土
産
で
あ
る
。

は
、
腰
刀
等
工
芸
の
他
、
細
撤
土
蕉
布

一
百
疋
、
漂
白
土
苧
布

一
百
疋
、
紅
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れ
る
の
は
象
牙
、
香
類
、
胡
椒
が
琉
球
の
進
貢
物
品
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ

け
で
な
く
、
国
王
附
搭
物
品
が
蘇
木
、
番
錫
、
胡
椒
か
ら
な
り
、

で
ほ
と
ん
ど
欠
け
る
年
次
が
な
い
と
い
う
、

わ
っ
て
い
る
。

の
類
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
他
に
丁
香
、
檀
（
白
檀
）
香
が
主
要
な
も
の
で

木
香
、
乳
香
も
少
し
は
あ
っ
た
。
な
お
、
進
貢
物
品
と
し
て
の
象
牙
、
香
類
、

胡
椒
の
時
間
推
移
の
関
連
で
あ
る
が
、
前
述
の
刀
等
の
＊
印
の
こ
と
と
同
様

に
時
期
区
分
が
で
き
る
。
最
初
の
時
期
は
成
化
か
ら
弘
治
八
年
ま
で
、
次
が

正
徳
元
、

二
年
、
そ
し
て
嘉
靖
十
年
か
ら
隆
慶
年
間
ま
で
、
し
か
し
、
象
牙
、

香
類
は
こ
こ
ま
で
、
万
暦
年
間
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
終
わ
り
近
い

嘉
靖
三
十
八
年
か
ら
隆
慶
ま
で
蘇
木
一
千
な
い
し
二
千
斤
が
進
貢
物
と
な
っ

て
い
る
。
な
お
、
胡
椒
は
成
化
年
間
に
よ
く
見
ら
れ
た
が
、
弘
治
二
年
に
終

し
か
も
そ

の
数
量
は
進
貢
物
品
の
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
。
蘇
木
は
成
化
五
年
か
ら

正
徳
年
に
は
し
ば
し
ば
一
万
斤
以
上
と
な
り
、
成
化
十
年
に
は
二
万
斤
と

ピ
ー
ク
と
な
っ
た
。
胡
椒
も
進
貢
物
品
と
し
て
は
姿
を
消
し
て
も
、
国
王
附

搭
物
品
と
し
て
は
存
続
し
て
嘉
靖
三

0
年
代
ま
で
続
い
た
。
数
量
も
一
千
、

二
千
斤
か
ら
五
、
六
千
斤
に
上
っ
た
。
さ
ら
に
数
量
の
多
さ
に
加
え
て
、
こ

ち
ら
国
王
附
搭
物
品
は
成
化
・
弘
治
以
降
、
正
徳
・
嘉
靖
か
ら
隆
慶
年
間
ま

い
う
な
れ
ば
琉
球
朝
貢
物
品
の

常
連
で
あ
る
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
嘉
靖
十
年
に
変
化
が
あ
り
、

ま
ず
倭
銅
が
胡
椒
等
に
代
わ
っ
た
。
嘉
靖
二
十
四
年
ま
で
そ
の
傾
向
が
続
い

た
。そ
の
後
に
胡
椒
の
復
活
が
あ
り
、同
三
十
四
年
ま
で
四
年
次
に
及
ん
だ
。

琉
球
か
ら
明
王
朝
へ
の
朝
貢
関
係
の
具
体
を
示
す
符
文
の
記
載
で
注
目
さ

臣
等
切
見
朝
廷
差
官
窟
詔
、
前
往
朝
鮮
・
安
南
等
国
去
詑
゜
況
臣
本
国
、

遠
守
藩
維
、
隔
渉
海
道
、
未
蒙
恩
賜
。
若
不
陳
情
奏
請
、
縁
臣
等
回
還
、

誠
恐
国
王
罪
責
不
便
。
思
得
朝
鮮
・
安
南
等
国
、
倶
奉
朝
廷
正
朔
之
国
、

比
与
臣
国
事
体
相
同
。
如
蒙
伏
望
皇
上
憐
憫
、
乞
降
詔
書
、
賜
臣
等
齋

回
本
国
開
読
、
庶
得
雨
露
均
需
゜
臣
等
不
勝
感
戴
天
恩
之
至
゜

こ
れ
は
琉
球
国
と
共
通
し
て
明
の
正
朔
を
奉
じ
る
朝
鮮
・
安
南
両
国
に
対

し
、
先
の
日
本
国
と
の
間
に
見
ら
れ
た
貢
献
物
品
の
調
達
方
を
明
帝
国
が
保

球
国
中
山
王
尚
円
差
来
長
史
梁
応
等
奏
文
に
、

ま
ず
、

『
歴
代
宝
案
』
第
一
集
巻
十
二
の
成
化
十
二
年
三
月
初
五
日
の
琉

二
、
琉
球
王
国
の
環
中
国
海
地
域
間
交
易
の
歴
史
的
前
提

能
に
し
た
歴
史
的
前
提
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。

蘇
木
の
附
搭
は
隆
慶
年
ま
で
継
続
し
て
い
た
が
、
万
暦
十
一
年
以
降
は
す
べ

て
無
く
な
り
、
土
夏
布
だ
け
と
な
っ
た
。
芭
蕉
布
な
ど
琉
球
織
物
の
貢
納
品

と
し
て
の
登
場
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
登
場
は
万
暦
二
十
四
年

以
降
で
あ
り
、
国
王
附
搭
物
の
方
が
先
行
す
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
琉
球

国
王
附
搭
物
品
こ
そ
琉
球
国
中
山
王
の
対
明
進
貢
貿
易
を
代
表
し
、
そ
の
性

格
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
琉
球
の

対
明
進
貢
貿
易
は
南
海
物
産
の
中
継
貿
易
で
あ
り
、
そ
れ
に
馬
、
硫
黄
の
日

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
琉
球
の
そ
う
し
た
進
貢
1
1
国
際
貿
易
を
可

本

・
朝
鮮
の
北
方
交
易
が
加
わ
っ
た
、
環
東
・
南
海
地
域
間
交
流
が
実
態
で
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右

苔

障
す
る
勅
諭
を
発
給
し
て
欲
し
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
琉
球
国
中
山
王
は

対
明
進
貢
の
た
め
に
北
は
日
本

・
朝
鮮
か
ら
南
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
至
る

環
中
国
海
（
東
・
南
海
）
地
域
間
交
流
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
。

『
歴
代
宝
案
」
第
一
集
巻
三
十
九
か
ら
巻
四
十
二
の
移
葬
回
沓
は
明
代
琉

球
王
国
の
対
環
東
南
海
諸
国
と
の
外
交
文
書
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

巻
三
十
九
冒
頭
の
宣
徳
五
年
三
月
二
十
一
日
付
け
の
苔
文
に
は
、

琉
球
国
中
山
王
宣
徳
五
年
六
月
内
、
准
逼
羅
国
沓
、
見
為
大
明
朝
貢
等
、

欠
少
堪
中
貨
物
、
深
為
未
便
。
特
遣
使
臣
南
者
結
制
等
、
坐
駕
海
船

一

隻
、
装
載
磁
器
方
物
、
前
到
本
国
、
収
買
胡
椒
・
蘇
木
等
貨
、
回
国
応

用
。
伯
備
礼
物
奉
献
准
此
。
斬
従
来
便
、
収
買
貨
物
具
備
外
、
今
照
風

信
時
月
、
順
便
打
発
起
程
、
就
将
向
奉
礼
物
開
坐
、
移
笞
知
会
。
須
至

祐
紅
布
二
十
匹

洋
絲
牙
耳
布
一
条

琉
球
国
中
山
王

宣
徳
五
年
三
月
二
十
一
日

剪
絨
花
既
二
領

日
付
の
前
後
関
係
が
難
し
い
。
琉
球
国
中
山
王
は
宣
徳
五
年
六
月
、
逼
羅

国
王
が
宣
徳
五
年
三
月
二
十

一
日
付
け
の
琉
球
国
王
に
宛
て
た
杏
文
を
受
け

取
っ
た
。
そ
こ
に
は
対
明
朝
貢
を
維
持
す
る
た
め
、
琉
球
国
王
は
使
臣
南
者

結
制
を
遥
羅
国
（
タ
イ
）
に
派
遣
し
、
中
国
製
磁
器
と
引
き
換
え
に
胡
椒
．

蘇
木
を
買
い
付
け
た
い
と
申
し
出
た
。
逼
羅
国
王
は
そ
れ
を
承
認
し
、
蘇
木

三
千
斤
以
下
の
礼
物
を
備
え
、
琉
球
国
中
山
王
に
沓
文
を
発
給
し
た
。
た
だ

し
、
宣
徳
五
年
三
月
二
十
一
日
に
逼
羅
国
王
が
受
け
取
っ
た
琉
球
国
中
山
王

『
歴
代
宝
案
』
第
一
集
巻
四
十
、
移
葬
沓
に
、

琉
球
国
中
山
王
、
為
進
貢
事
。
切
照
本
国
別
無
堪
中
（
稀
少
）
貢
物
、

為
此
特
（
今
）
遣
正
使
南
者
結
制
（
有
南
結
制
）
等
、
管
領
人
船
（
坐

駕
洪
字
号
海
船
）
、
装
載
磁
器
、
前
到
（
往
）
貴
国
出
産
地
面
、
収
買
胡

椒
・
蘇
木
等
貨
、
回
国
応
用
（
以
備
進
貢
大
明
御
前
）
。専
備
礼
物
（
俯

備
礼
物
）
、
前
請
奉
献
（
請
前
奉
献
）
、
少
伸
芹
枕
之
意
（
少
伸
遠
意
）
、
俯

希
海
納
（
幸
稀
収
納
）

。今
去
人
船
、
煩
令
両
平
収
買
蘇
木
等
貨
（
俯
斬

令
差
人
員
、
及
早
打
発
）
、
趙
超
風
迅
回
国
、
庶
使
四
海
一
家
、
永
通
盟

好
（
栄
通
往
来
便
益
）
。今
将
奉
献
礼
物
、
開
坐
干
後
。

物
数
目
、
開
坐
移
沓
）
。須
至
否
者
。

（
織
）
金
緞
五
匹

宣
徳
四
年
十
月
初
十
日
。

色
緞
二
十
匹

大
青
盤
二
十
個

と
あ
る
宣
徳
四
年
十
月
十
日
に
琉
球
国
中
山
王
か
ら
逼
羅
国
王
に
宛
て
た
苔

文
を
指
す
。
こ
こ
で
琉
球
国
中
山
王
は
進
貢
の
為
の
事
な
り
、
と
い
う
が
、

そ
れ
は
琉
球
か
ら
逼
羅
国
に
進
貢
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
琉
球
国
か
ら
明
へ

湿
羅
国

右

否

小
青
盤
四
百
個

扇
二
十
把

硫
黄
二
千
五
百
斤

小
青
碗
二
千
個

蘇
木
三
千
斤

西

今
開

腰
刀
四
把

（摺）

今
将
礼
物
開
坐
゜

杏
者
。

（
今
将
奉
献
礼

の
笞
文
と
は
、
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国
々
の
国
王
は
、

進
貢
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
琉
球

国
中
山
王
は
明
に
進
貢
す
る
物
品
で
あ
る
胡
椒
・
蘇
木
を
湿
羅
国
か
ら
入
手

す
る
た
め
に
、
逼
羅
国
に
使
節
を
派
遣
し
、
金
緞
・
色
緞
・
腰
刀
・
扇
・
硫

黄
・
大
青
盤
・
小
青
盤
・
小
青
碗
を
逼
羅
国
王
へ
の
礼
物
、
す
な
わ
ち
贈
答

品
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
金
緞
・
色
緞
・
大
小
青
盤
・
小
青
碗
な

ど
は
明
、
中
国
物
産
で
あ
り
、
硫
黄
は
日
本
物
産
の
可
能
性
が
高
い
。
右
の

中
で
明
ら
か
に
琉
球
物
産
と
思
わ
れ
る
も
の
は
腰
刀
と
扇
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

逼
羅
国
か
ら
琉
球
国
へ
の
お
返
し
の
礼
物
は
蘇
木
等
で
あ
る
。
礼
物
交
換
に

れ
る
同
盟
の
好
み
で
あ
り
、
未
来
永
遠
を
期
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

か
か
る
琉
球
と
逼
羅
国
と
の
関
係
は
明
帝
国
の
冊
封
体
制
の
傘
の
下
に
あ

っ

琉
球
と
杏
文
の
や
り
取
り
を
行
っ
て
外
交
関
係
を
結
ん
だ
環
東
・
南
海
の

『
歴
代
宝
案
』
巻
二
十
九
に
湿
羅
国
王
（
宣
徳
五
年
三
月

二
十
一
日
、
成
化
十
六
年
三
月
二
十
三
日
、
同
年
四
月
十
二
日
、
十
七
年
三

月
十
五
日
）
、
朝
鮮
国
王
（
宣
徳
六
年
十
二
月
、
天
順
五
年
七
月
初
七
日
、
成

化
三
年
四
月
二
日
、
同
年
八
月
十
九
日
、
万
暦
二
十
五
年
八
月
六
日
、
同
ニ

十
九
年
八
月
七
日
、
同
三
十
囮
年
八
月
十
三
日
、
天
啓
六
年
十
二
月
二
十
三

日
、
崇
禎
元
年
七
月
十
一
日
、
同
七
年
七
月
二
十
二
日
）
、
満
剌
加
国
王
（
成

化
三
年
三
月
二
十
日
、
同
五
年
正
月
二
十
六
日
、
同
六
年
三
月
、
同
十
六
年

二
月
、
同
年
三
月
二
日
、
同
十
七
年
三
月
）
と
あ
り
、

巻
四
十
、
四
十

一
に

は
逼
羅
国
王
（
洪
熙
元
年
、
同
二
年
九
月
十
日
、

宣
徳
二
年
九
月
十
七
日
、

た
こ
と
は
前
提
条
件
で
あ
る
。

よ
っ
て
逼
羅
国
と
琉
球
国
と
の
外
交
が
成
立
し
、
そ
れ
は
四
海

一
家
と
称
さ

匹
等
貨
、
回
至
本
国
、
映
銭
収
買
下
年
方
物
、
縁
本
国
只
産
硫
黄
・
馬

球
国
中
山
王
尚
徳
の
上
奏
に
、

お
き
た
い
。

『
歴
代
宝
案
』
第
一
集
巻
十
二
、
成
化
元
年
八
月
十
五
日
の
琉

同
三
年
九
月
二
日
、
同
年
同
月
二
十
四
日
、
同
四
年
十
月
十
日
、
同
六
年
九

月
三
日
、
同
七
年
九
月
九
日
、
同
年
同
月
三
十
日
、
同
八
年
九
月
十
八
日
、

同
年
十
月
三
日
、
同
九
年
九
月
二
十
六
日
、
同
十
年
九
月
十
二
日
、
正
統
元

年
十
月
一
日
、
同
二
年
八
月
十
六
日
、
同
三
年
十
月
四
日
、
同
四
年
四
月
九

日
、
同
七
年
＋
月
五
日
、
天
順
八
年
八
月
九
日
、
成
化
元
年
八
月
十
五
日
、

同
五
年
八
月
十
五
日
）
、
瓜
睦
国
王
（
宣
徳
五
年
十
月
十
八
日
、
正
統
三
年
、

同
五
年
十
月
十
六
日
、
同
六
年
四
月
十
九
日
、
同
年
七
月
六
日
、
同
七
年
十

月
五
日
）
、
朝
鮮
国
王
（
宣
徳
六
年
六
月
十
九
日
、
成
化
六
年
四
月
一
日
、
天

啓
三
年
閏
十
月
十
六
日
、
崇
禎
四
年
―二
月
、
同
九
年
、
同
十

一
年
）
、
満
剌
加

国
王
（
天
順
七
年
八
月
四
日
、
同
八
年
八
月
九
日
、
成
化
元
年
八
月
十
五
日
、

同
二
年
、
同
三
年
八
月
、
同
四
年
八
月
十
五
日
、
同
五
年
八
月
十
五
日
、
同

六
年
、
同
八
年
九
月
二
十
日
、
同
年
同
月
二
十
八
日
）

、
蘇
門
答
剌
国
王
（
天

順
七
年
八
月
四
日
、
成
化
三
年
八
月
、
同
四
年
八
月
十
五
日
）
と
あ
る
。

最
後
に
明
帝
国
の
冊
封
関
係
と
環
東
・
南
海
の
地
域
間
交
流
、
国
際
貿
易

関
係
を
考
察
す
る
場
合
、
注
意
を
要
す
る
も
う
―
つ
の
重
要
な
点
を
挙
げ
て

為
乞
恩
事
。
切
照
本
国
自
太
祖
高
皇
帝
開
基
以
来
、
屡
修
職
貢
、
皆
蒙

聖
恩
、
将
附
搭
物
貨
、
照
数
佑
価
、
給
与
永
楽
通
宝
井
歴
代
銅
銭
、
回

国
流
通
、
使
用
収
買
方
物
、
甚
便
。
前
因
王
府
失
火
、
銅
銭
貨
物
、
倶

被
焼
毀
、
不
堪
行
使
、
国
用
置
乏
。
近
年
以
来
、

附
搭
物
貨
、
只
給
絹

-16 -



災
が
あ
り
、
銭
貨
を
焼
き
使
用
に
堪
え
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
近
年
以
来
、

明
か
ら
支
給
さ
れ
る
も
の
は
絹
匹
等
物
貨
で
銅
銭
が
無
い
。

割
り
当
て
ら
れ
た
方
物
に
は
硫
黄
四
万
斤
、
馬
三
十
疋
、
象
牙
百
六
十
斤
、

檀
香
二
百
斤
、
束
香
二
百
五
十
斤
、
胡
椒
三
百
五
十
斤
が
あ
り
、
こ
れ
を
明

の
首
都
北
京
へ
進
貢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
琉
球
は
そ
れ
ら
の
内
、
硫
黄

や
馬
は
隣
国
日
本
国
に
、
象
牙
•
檀
香
・
束
香
・
胡
椒
は
安
南
（
ヴ
ェ
ト
ナ

ム
）
、
タ
イ
、
ジ
ャ
ワ
、

ス
マ
ト
ラ
等
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
そ
れ
ぞ
れ
供
給
を

仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
物
産
の
収
買
に
は
明
か
ら
給
与
さ
れ

た
銅
銭
が
使
用
さ
れ
た
。
い
う
な
れ
ば
、
中
国
通
貨
1
1
銅
銭
は
こ
の
環
東

・

一
方
、
琉
球
に

疋
。
其
余
物
貨
、
出
於
諸
番
。
収
買
方
物
、
惟
是
銅
銭
。
流
通
便
益
、

節
次
具
本
奏
。
乞
未
蒙
恩
賜
。
為
此
特
遣
正
議
大
夫
程
鵬
・
長
吏
梁
賓

等
官
、
駕
勝
字
苛
号
海
船
二
隻
、
齋
捧
表
文

一
通
、
及
装
載
硫
黄
四
万

斤
、
馬
三
十
疋
、
象
牙
一
百
六
十
斤
、
檀
香
二
百
斤
、
束
香
二
百
五
十

斤
、
胡
椒
三
百
五
十
斤
、
赴
京
進
貢
。
今
臣
恭
惟
皇
上
嗣
登
宝
位
、
仁

査
照
永
楽
及
宣
徳
三
年
事
例
、
将
布
附
搭
物
貨
、
給
与
銅
銭
、
回
国
流

通
、
庶
得
国
用
不
乏
。
職
貢
有
常
、
臣
不
勝
惑
激
之
至
゜

明
帝
国
に
遣
使
朝
貢
す
る
冊
封
国
に
対
し
て
、
明
帝
国
は
そ
の
恩
恵
の

一

収
買
す
る
の
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
、
前
項
に
琉
球
国
と
日
本
国
の
関
係
に
見

た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
銅
銭
に
は
明
の
永
楽
通
宝
と
歴
代
通
貨
が
あ
る
。
さ

て
、
右
の
中
山
王
尚
徳
の
成
化
元
年
の
上
奏
は
、
先
年
琉
球
中
山
王
府
に
火

と
し
て
銅
銭
を
給
与
す
る
。
銅
銭
は
国
を
回
り
地
域
間
に
流
通
し
、
方
物
を

恩
広
大
、
普
及
万
邦
、
待
臣
小
国
、
若
撫
赤
子
。
如
蒙
准
奏
乞
勅
該
部
、

南
海
に
お
け
る
国
際
貿
易
取
り
引
き
に
お
け
る
唯

一
の
通
貨
、
世
界
通
貨
で

あ
っ
た
。
中
で
も
朝
鮮
と
琉
球
は
そ
れ
で
も
自
国
製
銅
銭
を
鋳
造
し
た
が
、

日
本
や
東
南
ア
ジ
ア
で
は
貨
幣
鋳
造
が
中
断
し
て
い
た
の
で
明
銭
流
通
は
特

中
国
周
辺
諸
国
か
ら
中
国
王
朝
へ
の
進
貢
品
は
、
諸
国
の
王
か
ら
中
国
皇

帝
へ
の
贈
り
物
で
あ
り
、
そ
れ
は
方
物
と
呼
ば
れ
た
。
方
と
は
地
方
の
方
で

あ
り
、
各
周
辺
諸
国
が
属
す
地
方
の
特
産
品
、
す
な
わ
ち
土
産
が
そ
れ
に
相

応
し
い
物
品
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
琉
球
王
国
の
進
貢
品
は
馬
・
硫
黄
・
扇

さ
ら
に
は
太
刀
等
は
日
本
製
で
あ
り
、
象
牙

・
蘇
木
・
各
種
香

・
胡
椒
な
ど

品
々
を
進
貢
品
に
当
て
た
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
理
解
は
や
や
修
正
す
べ

き
で

『歴
代
宝
案
』
第

一
集
巻
三
十
九
か
ら
四
十
二
の
琉
球
国
中
山
王
と
朝

鮮
国
・
タ
イ
国
・
マ
ラ
ッ
カ
国

・
ジ
ャ
ワ
国

・
ス
マ
ト
ラ
国
等
と
の
苔
文
の

や
り
取
り
か
ら
は
、
む
し
ろ
環
東

・
南
海
の
諸
国
が
す
べ
て
明
帝
国
の
冊
封

体
制
の
構
成
者
で
あ
り
、
各
国
々

・
藩
国
は
明
帝
国
を
共
通
の
宗
主
国
と
す

る
観
念
を
前
提
と
し
て
、
国
々
ど
う
し
が
明
帝
国
皇
帝
に
対
す
る
進
貢
安
全

保
障
を
結
ん
で
い
た
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。
た
だ
し
、
明
の
冊
封
体
制
が

無
け
れ
ば
琉
球
の
海
上
交
易
や
中
継
貿
易
は
無
か
っ
た
と
す
る
か
、
琉
球
の

海
上
交
易
や
中
継
貿
易
が
無
け
れ
ば
明
の
冊
封
関
係
は
無
か
っ
た
の
か
、
そ

は
南
海
産
で
、
そ
れ
は
琉
球
が
そ
れ
ら
地
域
と
の
中
継
貿
易
で
入
手
し
た

小

結

別
の
意
味
が
あ
っ
た
。
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(
4
)

劉
取
生
「
論

〈歴
代
宝
案
〉
中
的
明
桂
珍
品
ー
詔
害
ー
」
第
七
回
琉
中
歴

史
関
係
国
際
学
術
会
議
報
告
、

等
参
照
。

一
九
九
八
年
、
台
北
市
。

一
年
、
及
び
、
宮
田
俊
彦
『
琉
明
・
琉
清
交
渉
史
の
研
究
』一

九
九
六
年

集
』
六
0
号
、
専
修
大
学
学
会

(
2
)
亀
井
明
徳
『
福
建
省
古
窯
跡
出
土
陶
姿
器
の
研
究
』
都
北
出
版
社
、

九
五
年
、
同
「
琉
球
陶
磁
器
貿
易
の
構
造
的
理
解
」
『
専
修
大
学
・
人
文
論

一
九
九
七
年
。

(
3
)
東
恩
納
寛
惇
『
黎
明
期
の
海
外
交
通
史
』
帝
国
教
育
会
出
版
部
、

局

一
九
九
六
年
。

構
造
的
関
連
が
あ
る
か
、
等
々
今
後
の
課
題
は
多
い
。

一
九
四 九

の
い
ず
れ
か
の
判
断
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
だ
と
し
て
も
、

明
帝
国
が
琉
球
の
進
貢
物
品
に
硫
黄
や
象
牙
・
蘇
木
・
胡
椒
な
ど
、
琉
球
に

生
産
し
な
い
物
品
を
割
り
付
け
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
元
末
、
紅
巾
の

乱
に
参
加
す
る
以
前
の
朱
元
障
、
明
太
祖
が
産
出
も
な
い
砂
金
の
科
派
を
受

け
、
ま
た
、
明
代
に
な
っ
て
里
甲
制
度
下
の
里
甲
正
役
の
一
部
、
上
供
物
料

の
負
担
が
や
は
り
産
出
の
な
い
物
資
の
割
付
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の

結
果
、
明
代
中
期
に
は
買
弁
制
度
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
に
み
た

琉
球
に
派
遣
さ
れ
た
宦
官
が
銅
銭
を
以
て
日
本
物
産
を
買
い
付
け
る
状
況
は

ま
さ
し
く
買
弁
制
度
と
思
わ
れ
る
。
進
貢
関
係
と
買
弁
制
度
に
は
い
か
な
る

註

(
1
)
木
下
尚
子
『
南
島
貝
文
化
の
研
究
ー
貝
の
道
の
考
古
学
』
法
政
大
学
出
版

v‘
日
本
馬
の
可
能
性
も
あ
る
。

と
考
え
ら
れ
る
所
か
ら
す
る
と
、
こ
の
馬
も
琉
球
土
産
の
琉
球
馬
で
は
な

田
中
健
夫
『
中
世
海
外
交
渉
史
の
研
究
」
東
京
大
学
出
版
会
、

年
、
同
『
中
世
対
外
関
係
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
五
年
、
同
『
東

一
九
九
七
年
、
佐
久
間
菫

一
九
九
二
年
、
等
参
照
。

(
6
)

馬
は
琉
球
馬
と
さ
れ
、
現
在
、
与
那
国
馬
と
さ
れ
る
馬
が
い
る
が
、
い
ず

れ
も
足
が
太
く
短
い
農
耕
馬
で
あ
る
。
乗
馬
な
い
し
騎
馬
用
が
進
貢
用
馬

男
『
日
明
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

ア
ジ
ア
通
交
圏
と
国
際
認
識
』
吉
川
弘
文
館
、

(
5
)
小
葉
田
淳
『
中
世
日
支
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
刀
江
書
院
、

一
九
五
九

一
九
四

一
年
、
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年次 l進貢物品｝ ｛国王附搭物品f

船字号 馬 硫黄 刀等象牙束香丁香 檀香 胡椒 蘇木 番錫 胡椒

（単位） 疋 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤 斤

-旦~枷、古、1・3・1 2 1万

正統 4・3・6 順 2 2万

成化 5・8・15 ◎ 徳 15 2万 5000 500 1500 

6・9・7 智 15 2万 ＊ 400 200 400 6000 500 1000 

8・9・28 ◎ 徳 15 8000 1000 1000 

9・9・3 義 15 2万 1万 1000 

10・9・3 ◎ 恭 15 2万 ＊ 200 500 200 1000 1万 1000 

10・9・3 寿 15 2万 1万 1000 

11・8・26 勝 15 2万 ＊ 200 300 200 200 1000 8000 500 1500 

12・9・15 ◎ 寧 15 2万 ＊ 5000 1500 

12・9・15 寿 15 2万 ＊ 200 200 300 200 1000 5000 1500 

13・8・20 義 15 2万 ＊ 5000 1500 

13・8・20 礼 8 1万5000 5000 1500 

13・8・20 勝 15 2万 5000 1500 

15・9・26 ◎ 礼 10 1万5000 ＊ （乳香） 5000 1000 1500 

17・8・12 ◎ 礼 15 2万 200 200 200 200 200 3500 500 1500 

17・8・12 ◎ 義 15 2万 3500 500 1500 

19・8・6 ◎ 義 15 2万 5000 500 1500 

19・8・6 ◎ 礼 15 2万 5000 500 1500 

19・8・6 ◎ 安 15 2万 5000 500 1500 

21・8・12 智 4 4000 3000 500 1000 

21・8・12 礼 15 2万 5000 1000 1500 

21・8・12 義 15 2万 5000 1000 1500 

22・9・25 ◎ 安 15 2万 ＊ 100 200 4000 500 1000 

23・8・11 ◎ 智 15 2万 ＊ 200 200 1000 4000 500 1000 

23・8・11 ◎ 礼 15 2万 （番錫） 4000 500 1000 

23・8・11 義 15 2万 ＊ 200 200 500 4000 500 1000 
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弘治 2・9・12 ◎ 仁 15 2万 ＊ 200 200 4000 400 1000 

2・ 9・12 安 15 2万 4000 400 1000 

2・9・12 礼 15 2万 4000 400 1000 

4・ 8・ 21 ◎ 智 15 2万 4000 400 1000 

4・8・ 21 ◎ 安 15 2万 4000 400 1000 ソ

4・8・21 ◎ 仁 15 2万 4000 400 1000 

6・8・ 20 ◎ 安 15 2万 ＊ 3000 1200 1000 

6・ 8・20 ◎ 仁 15 2万 ＊ 3000 1200 1000 

6・8・ 20 ◎ 智 15 2万 3000 1200 1000 

8・8・ 16 ◎ 仁 15 2万 ＊ 200 200 300 200 3000 1200 1000 

8・8・ 16 ◎ 智 15 2万 ＊ 100 200 200 100 3000 1200 1000 

8・8・ 16 ◎ 礼 15 2万 3000 1200 1000 

10・7・ 13 ◎ 安 15 2万 3000 1200 1000 

10・7・ 13 ◎ 矢Eヨ口 15 2万 3000 1200 1000 

12・ 8・ 3 ◎ 礼 15 2万 1000 2000 2000 

12・ 8・3 ◎ 智 15 2万 1000 2000 2000 

12・8・3 ◎ 仁 15 2万 1000 2000 2000 

14・8・9 ◎ 礼 15 2万 3000 500 1000 

14・8・9 ◎ 知日 15 2万 3000 500 1000 

17・7・ 12 ◎ 智 15 2万 5000 500 1000 

17・ 7・12 ◎ 礼 15 2万 5000 500 1000 

17・ 7・12 ◎ 仁 4 5000 5000 500 1000 

17・ 7・12 ◎ 智 15 2万

17・7・12 ◎ 礼 15 2万
胡 椒
（木香）

正徳 1・9・2 ◎ 智 15 2万 ＊ 300 100 200 200 100 3000 500 1000 

1・ 9・2 ◎ 仁 4 3000 （沈束香） （番錫） ’’ 1000 1000 1000 

2・ 8・19 ◎ 寿 15 2万 ＊ 100 500 500 100 2000 500銀500 1000 

3・8・ 13 ◎ 福 15 2万 5000 1000 1000 

4・ 8・18 ◎ 仁 15 2万 5500 1400 

5・ 8・ 19 ◎ 寿 15 2万 4500 1000 1000 

5・ 8・ 19 ◎ 康 10 2万 4500 1000 1000 
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6・8・13 ◎ 福 15 2万 4500 1000 1000 

6・8・13 康 15 2万 4000 1000 

8・8・7 ◎ 義 15 2万 5000 1000 

9・8・13 寧 10 2万 5000 1000 

9・8・13 寿 15 2万 5000 1000 

12・9・15 寧 15 2万 5000 

嘉靖 2・8・17 ◎ 仁 15 2万 2000 1000 

4・8・15 仁 15 2万 1000 

8・8・15 天 4 1万 （倭銅） 1000倭銀1000

10・8・12 ◎ 天 10 2万 ＊ 100 1000 倭銅1000

14・2・8 ◎ 択 ＊ 500 200 200 1000 倭銅1000

16・8・20 ◎ 黄 15 2万 ＊ 1000 紅銅1000

16・8・20 ◎ 宇 8 1万 1000 紅銅1000

18・8・1 宙 6 2万 1000 紅銅1000

20・1・22 ◎ 口 4 1万 ＊ 200 1000 紅銅1000

24・1・11 仁 10 2万 1000 1000 

26・3・7 ◎ 義 15 2万 ＊ 200 100 1000 1000 

26・3・7 ◎ 6 1万 1000 1000 

28・2・13 ◎ 4 5000 1000 1000 

30・8・16 10 1万5000 1500 500 

34・1・10 ◎ 10 1万5000 1000 500 

36・2・9 ◎ 8 2万 ＊ 200 100 2000 

36・2・9 ◎ 6 1万 m木） 2000 

38・9・25 ◎ 4 1万 ＊ 170 100 1000 （番錫） 2000 

40・9・13 ◎ 6 1万 ＊ 260 ,,2000 500 2000 

42・2・15 ◎ 6 1万5000 2000 

44・2・22 6 1万 ＊ 1'1000 2000 

46・2・17 6 1万 ＊ ,, 1000 2000 

隆疫 2・2・23 ◎ ＊ 11 1400 2000 

3・2・ 15 ◎ 4 1万 ＊ 11 500 2000 

5・2・21 ◎ 4 1万 ＊ 100 "1300 2000 
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万暦 2・2・20 ＊ （土夏布）

11・2・30 ◎ 4 1万 200疋

14・9・21 2 6000 

19・閏 2. ◎ 4 1万 "200疋

24・9・8 4 1万 ＊ "200疋

27・2・27 4 1万 ＊ "200疋

29・9・11 ◎ 4 1万 "200疋

30・9・ ◎ ＊ 

33・ 10・20 4 1万 ＊ ,, 200疋

37・5・ ◎ 2000 

38・ 1・20 ◎ 4000 

38・9・2 4 1万 "200疋

40・1・26 ◎ 4 1万 ＊ "200疋

41・2・ ◎ 4 1万 "200疋

42・2・ 9 ◎ 4 1万 "200疋

天啓 31趾10・ 16 ◎ 4 1万 ,, 200疋

6・2・ 9 ◎ 4 1万 ,, 200疋

崇禎 胡椒

2・12・ 9 ◎ ＊ "1000 200 ,, 200疋

3・ 11・9 ◎ 4 1万 ,, 200疋

4・3・16 ◎ ＊ （紅銅）

6・ 10・15 ◎ ＊ 500 500 ,, 200疋

7・9・11 ◎ 4 1万 "200疋

8・2・19 ＊ "200疋

9・10・8 ◎ 10 2万 螺殻3000個 ,, 200疋

11・10・20 ◎ 5 6300 海螺殻1500個 ,, 200疋

13・2・2 ◎ 10 1万2600 海螺殻3000個 ル 200疋

15・3・7 ◎ 10 2万 海螺殻3000個 "200疋

17・2・28 ◎ 10 2万 海螺殻3000個 ,, 200疋
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